




1　経　済　の　概　況

本市は5 3万余の人口を有し、北九州市、福岡市につぐ九州第3位の都市である。人口は今後本市の都市

集積の結果、昭和6 5年には6 0万人となることが予想されている。

本市をとりまく経済襲境は着々と整備されつつある。すなわち昭和4 6年4月に新熊本空港がオープンし、

5 0年3月には新幹線も博多まで開通するなど、熊本も全国主要都市との時間距離を短縮することになった。

4 6年7月に熊本・植木闇で産声をあげた九州自動車道も逐次その足をのばし、 5 4年3月には中国自動車

道と接続した。これは別府・阿蘇道路、鹿児島本線の電化複線化の整備と相まって、本市が九州の位置的中

心という諸条件から今後九州における交通拠点としての性格を預めるものと思われる。

更に国鉄新幹線の熊本までの延長、流通センターの建設、熊本港の建設及び産業文化会館の完成などは、

今まで脆弱であった本市経済基盤の集積をたかめる要因となろう。

また、産業構造を産業別市内純生産(昭和5 4年度)でみてみると、本市は第1次産業が1.4N 、第2次

一産業1 7.6! 、第3次産業85.8　となっている。

本市は第3次産業のウェイトが特に高い商業、サ-ビス業を中心とした消費型都市ということができるO
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2　商　　業

(1)業種別商店数・従業員・年間販売額

(昭和5 4年商業統計調査結果)

業 種

商 店 数

従 業 員 数 年 間 販 売 敦
商 店 数 構 成 比

合 計

-

1 3 ,2 5 4

%

1 0 0 .0 6 7 ,0 8 9

百万 円

1 ,5 4 5 ,4 8 9

卸 小 売 業 計 9 ,4 9 2 7 1.6 5 7 ,5 0 3 1 ,5 1 3 ,7 5 1

卸 売 業 計

各 種 商 品 卸 売 業

2 , 0 9 3 1 5 .8 2 4 ,0 5 3 1 ,0 8 0 ,7 5 8

5 ,7 6 7繊 維 品 卸 売 業 2 7 0 .2 2 5 5

衣 服 身 の ま わ り 晶 卸 売 業 1 8 1 1 .4 1 ,6 8 1 3 9 ,4 4 5

農 畜 産 物 . 水 産 物 卸 売 業 3 0 5 2 .3 3 ,7 1 4 3 7 1 ,0 6 7

食 料 . 飲 料 卸 売 業 3 1 9 2 .4 3 ,4 6 1 1 3 5 ,5 0 3

医 薬 品 . 化 粧 品 卸 売 業 1 1 7 0 .9 2 ,0 9 0 7 4 ,3 3 4

化 学 製 品 卸 売 業 5 1 0 .4 4 4 5 1 6 ,5 6 7

鉱 物 . 金 属 卸 売 業 6 0 0 .5 7 4 4 6 6 ,9 9 2

枚 械 器 具 卸 売 業 4 4 0 3 .3 6 ,0 3 0 2 0 0,5 7 9

建 築 材 料 卸 売 業 2 5 7 1 .9 2 ,5 5 9 9 2 .5 2 3

家 具 . 建 具 . じ ゆ う器 卸 売 業 1 0 0 0.8 8 4 5 1 9,5 0 9

再 生 資 源 卸 売 業 3 6 0 .3 2 1 6 3,1 2 4

そ の 他 の 卸 売 業 2 0 0 1.5 2 ,0 1 3 5 5 ,3 4 8

代 理 商 . 仲 立 業 - - - -

小 売 業 計

各 種 商 品 小 売 業

7 ,3 9 9

2 0

5 5 .8

0 .2

3 3 ,4 5 0

2 ,9 9 6

4 3 2 ,9 9 3

8 4 ,9 4 6

織 物 .衣 服 .身 のまわ り晶 小 売 業 8 6 9 6 .6 4 ,3 3 7 4 6 ,0 2 1

飲 食 料 品 小 売 業 3 ,3 0 3 2 4 .9 1 0 ,4 1 6 1 0 3 ,4 4 2

自 動 車 . 自転 車 . 荷 車 等 小 売 業 3 6 5 2 .8 3 ,4 0 1 7 0 ,5 0 5

家 具 . 建 具 . じ ゆ う器 小 売 業 7 5 5 5 .7 3 ,0 2 7 3 5 ,4 3 1

そ の 他 の 小 売 業 2 ,0 8 7 1 5 .7 9 ,2 7 3 9 2 ,6 4 8

飲 食 店 3 ,7 6 2 2 8 .4

-

9 ,5 8 6 3 1 ,7 3 8
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(2)業種別・規模別従業者数

業 程 計 1 ～ 3 ′} 5 "^ 1 0 ~ 2 0 ノ〉 3 0 ′} 5 0 ′} 1 0 0人

2 人 4 人 9 人 1 9 人 2 9 人 4 9 人 9 9 人 以 上

合 計 5 7 ,5 0 3 7 ,3 1 8 7 ,5 1 0 1 0,4 3 1 9 .0 9 5 4 ,5 1 6 5 ,4 4 8 6 ,2 8 0 6 ,9 0 5

卸 売 業 計 2 4 ,0 5 3 5 5 6 1 ,6 5 1 4 ,4 0 1 4 ,6 7 2 2 ,7 3 6 3 ,0 1 2 4 ,1 2 5 2 ,9 0 0

各 種 商 品 卸 売 業

1 7 2 8
級 雑 品 卸 売 業 2 5 5 4 5 1 1 2 3 3 2 - -

衣 服 . 身 の ま

わ り 晶 卸 売 業 1 ,6 8 1 7 9 1 4 3 3 8 9 3 2 2 2 3 0 1 1 1 1 9 0 2 1 7

莞 産 ㌔ 唐 売 箕
3 ,7 1 4 9 4 2 4 0 6 4 4 5 3 0 3 8 2 3 2 1 6 7 7 8 2 6

食 料 . 飲 料 卸 売 業 3 ,4 6 1 1 0 8 2 6 1 5 2 2 7 4 9 5 1 2 5 5 6 5 2 1 2 3 2

医 薬 品 . 化 粧

品 卸 売 業 2 ,0 9 0 2 2 7 6 2 0 7 2 8 3 2 4 4 3 2 8 4 8 8

1 2 4

4 4 2

化 学 製 垂
卸 売 4 4 5 5 5 3 1 2 8 1 0 3 甲 6 7 0 -

寿 賀 蒜 集 曇
7 4 4 1 0 4 0 1 4 3 1 0 7 1 3 1 1 8 9 -

機 械 器 具 卸 売 業 6 ,0 3 0 5 2 3 9 7 1 ,0 2 4 1 ,0 4 0 4 2 9 6 9 4 1 ,3 6 2 1 ,0 3 2

建 築 材 料 卸 売 業 2 ,5 5 9 7 3 1 8 5 5 4 5 6 4 1 3 2 0 2 0 8 5 8 7

家 具 . 建 具

じ ゆ う 器 卸 売 業 8 4 5 3 0 8 6 2 2 2 2 0 4 4 9 1 9 7 5 7

1 1 9

再 生 資 源 卸 売 業 2 1 6 2 2 2 1 7 3 4 5 2 4 3 1

そ の 他 の 卸 売 業 2 ,0 1 3 5 7 1 3 2 4 5 3 5 2 5 3 0 1 2 7 5 1 5 1

代 理 商 . 仲 立 業 - - - - - -

小 . 亮 業 計 3 3 ,4 5 0 6 ,7 6 2 5 ,8 5 9 6 ,0 3 0 4 ,4 2 3 1 ,7 8 0 2 ,4 3 6 2 ,1 5 5 4 ,0 0 5

各 種 商 品 4 、売 業 2 ,9 9 6 l l - 5 - - 4 1 4 9 4 2 ,4 4 5

哲 艶 ; 9習 5 、妄 童
4 ,3 3 7 6 4 2 7 7 3 1 ,0 7 0 8 8 9 2 5 0 2 5 8 3 4 4 1 1 1

飲 食 料 品
小 売 革 1 0 ,4 1 6 3 ,2 9 5 2 ,6 6 2 2 ,0 1 9 1 ,2 1 1 3 6 9 5 5 8 1 8 0 1 2 2

鳥 篭 も 骨 董
3 .4 0 1 3 0 0 2 5 0 2 9 1 3 5 6 3 9 8 3 1 3 2 7 0 1 ,2 2 3

家 具 . 建 具 . じ

ゆ ヲ 器 /)、売 業
3 ,0 2 7 6 9 1 6 8 4 6 7 3 4 0 4 1 6 8 1 7 1 1 3 2 1 0 4

そ の 他 の /j、売 業 9 ,2 7 3 1 ,8 2 3 1 ,4 9 0 1 ,9 7 2 1 ,5 6 3 5 9 5 1 ,0 9 5 7 3 5 -
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3　工　　業

(1 )産業別事業所数・従業者数.・製造品出荷額等　　　　　　　　(昭和55年工業統計調査結果)

産 業 中 分 類

m m m a 従 業 者 数 製 造 品 出 荷 額 等

昭 和 5 4

年 実 数

昭 和 5 5 年 昭 和 5 4

年 実 数

昭和 5 5 年 昭 和 5 4

年 実 数

昭 和 5 5 年

3? サ 構 成 比 実 数 構 嘩 比 ^ a 構 成 比

& lit

食 料 品 製 造 業

1,5 2 3

4 8 2

1,4 7 3

4 7 4

% 人 人 % 百万円 盲万 円 %

1 0 0

3 2 .1

2 3 ,7 7 5

7,6 8 3

2 2 ,7 9 6

7.3 9 6

1 0 0

3 2 .4

2 6 5 ,3 5 7

1 1 0 .4 0 3

2 8 1,9 0 5

1 2 0 ,2 6 1

1 0 0

4 2 ー7

繊 維 . 工 業 3 7 3 3 2 .2 3 3 6 3 5 9 1.6 4 ,1 5 9 3 ,8 2 6 1.4

衣 服 . その 他 の 繊 維 製 品 製 造 業 8 1 7 9 5 .4 1,3 2 4 1,3 6 0 6ー0 4 ,3 4 5 4 ,7 2 4 1 .7

木 材 . 木 製 品 製 造 業 8 3 8 1 5 一5 7 0 1 6 7 6 3 .0 8 ,4 7 5 7 .6 3 4 2 .7

家 具 . 装 備 品 製 造 業 1 3 7 1 2 8 8 .7 8 8 6 8 0 1 3.5 5,4 5 3 5 ,5 2 3 2 .0

パ ル プ . 紘 . 紙 加 工 品 製 造 業 2 3 2 4 1.6 3 2 9 3 3 1 1.5 2β 2 3 3 3 4 5 1.2

出 版 . 印 刷 . 同 醜 連 産 業 1 9 4 1 9 0 1 2 .9 2 ,8 1 4 2 β4 1 1 2 .5 1 9,7 8 3 2 2 ,8 3 1 8 .1

化 学 工 業 2 1 1 8

4

3

2

5 7

8

1

1.2 8 5 5 9 2 0 4 .0 l l,9 1 1 l l ,8 1 6 4 .2

石 油 . 石 炭 製 品 製 造 業 5 0 .3 4 8 1 6 0.1 3 8 0 3 1 9 0ユ

ゴ ム 製 品 製 造 業 5 0 .2 6 4 7

之、

8 7 5

6 2 5

、君

7 7 1

L .7

3 .4

5,8 8 1 6 ,5 5 6 2 .3

3 .3

皮 革 . ー司 製 品 製 造 業 3 0 .1 Lr + Jlt

窯 業 . 土 石 製 品 製 造 業 6 1 3.9 8,1 4 3 9 ,3 0 9

鉄 鋼 業 2 1 0 .5 1 6 9

Lr

1 ,6 1 2

9 8 0 .4

8 .0

2,6 3 5 1 ,5 8 8 0 .6

5.9

非 鉄 金 属 製 造 業 1 0 .1
α ∬ 3

金 属 製 品 製 造 業 1 4 5 1 5 2 1 0.3 1 ,8 3 3 1 2 ,8 6 0 1 6 ,6 5 3

一 般 機 械 器 具 製 造 業 6 0 5 5 3 .7 1 ,9 8 1 1,0 6 2 4 .7 2 5,2 1 4 1 0 ,1 3 7 3 .6

電 気 機 械 器 具 製 造 業 l l 1 0 0 .7 2 ,4 8 0 2 ,6 1 2 l l .5 3 6 ,3 4 9 4 9 ,9 5 1 1 7.7

輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 1 0 l l

6

1 3 7

0 .7 7 5 1 0 7 0 .5 4 0 9 3 5 8 0 .1

精 .密 機 械 器 具 製 造 業 6 0.4 5 2 5 2 0 .2 2 4 4 2 4 6 0 ユ

そ の 他 の 製 造 業 1 3 7 9 .3 8 8 1 9 2 6 4 .1 5.7 6 9 6 ,7 5 9 2 .4
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(2)規模別事業所数・従業者数・製造品出荷額等
(昭和5 5年工業統計調査結果)

規 模

事 業 所 数 従 業 者 数 製 造 品 出 荷 宙 等

瑠 和 5 4

* 9 | サ

昭 和 5 5 ご年 昭 和 5 4

年 実 数

昭 和 5 5 年 昭 和 5 4 年

* 8

昭 和 5 5 年

実 数 構 成 比 実 数 構 成 比 実 数 構 成 比

総 数 1,5 2 3 1,4 7 3

%

2 3 ,7 7 5 2 2 ,7 9 6

% .百 万 円 百 万 円 %

1 0 0 1 0 0 2 6 5,3 5 7 2 8 1,9 0 5 1 0 0

3 人 以 下 5 2 7 5 1 0 3 4 .6 1,1 2 3 1,1 0 7 4 .9 3,5 6 5 3 ,8 6 0 1.4

4 ~ 9 A 5 7 5 5 5 2 3 7 .5 3 ,4 5 4 3 ,3 3 6 1 4 .6 2 2,7 3 6 2 0,7 3 7 7 .4

i o i-- 1 9 A 2 0 6 1 9 7 1 3 .4 2.7 5 7 2 ,6 5 4 l l.6 2 4,2 1 0 2 7.1 7 3 9 .6

2 0 ~ 2 9人 8 2 8 3 5 ,6 1,9 6 8 2 ,0 1 8 8.9 1 9,7 1 1 2 0,2 9 0 7.2

3 0 ~ 4 9 人 6 0 5 2 3 .5 2,3 6 2 2 ,0 0 9 8 .8 2 2 ,4 3 8 2 2 ,2 8 0 7.9

5 0 ~ 9 9 A 3 9 4 5 3.1 2.6 7 4 2 ,8 2 5 1 2 .4 3 7 ,9 2 3 4 0 ,5 1 0 1 4 .4

1 0 0 ~ 1 9 9人 1 9 2 1 1 .4 2 ,5 6 1 2 ,8 1 6 1 2 .4 3 1,1 5 0 4 5,5 4 7 1 6 .2

2 0 0 ~ 2 9 9 .人 7 6 0.4 1,5 5 7 1,3 2 6 5 .8 3 0 ,4 7 7 2 3,1 8 6 8 .2

3 0 0 ~ 4 9 9人 4 3 0 .2 1,6 6 6 1,1 8 6 5.2 2 3 ,9 4 3 2 0 ,2 8 4 7 .2

5 0 0 人 以 4 4 0.3 3 ,6 5 3 3 ,5 1 9 1 5.4 4 9,2 0 4 5 8 ー0 3 6 2 0.6

(3)地場産業の振興

ア　総合施策

地場産業の振興のために、情報の提供や各種調査等を実施し、各企業の経営力増強を図る。また、本市

工業の将来展望のため、 -つのブt/-ンとして『熊本工業振興懇談会』を置くO

イ　体質の強化

低成長経済の中で産業構造が変化し、高度化してきている。その為、経営の近代化や集団化を促進する

事業や企業の生産管理、財務管理等を診断指導する事業により体質の強化を図る。

ウ　人材の養成

中小企業の多い本市にあって各企業の生産性を高めるためには、管理水準向上を図ることが大切である。

人材の養成によって、経営力の増強を促し、本市中小企業の振興を図る。

エ　技術の振興

多様化した消費者ニーズにこたえるため、あるいは新しい製品の開発を促進するため、各企業の技術水

準の向上を図ることが必要である。

また、微生物や遺伝子等を使った工業、 I C、 LS I等の電子関連産業、あるいはそれらを含めたメデ

ィカル・エレクトロニクス等の先端産業も積極的に振興する必要がある。
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(4)鉄　工　団　地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(暗57.4.1現在)

中小企業近代化の一環として、市内に散在していた1 7企業が、昭和4 0年度に通産省の許可を受け、工

場等集団化事業を推進, 4 2毎度に完成、県下唯一の鉄工団地として.建築,農林、水産、設備器具関係等

種々の特色ある金属製弘の製造又は金属加工を行っている。

名　　　　　称　　無本総合鉄工団地協同組合

所　　在　　地　　熊本市長嶺町2 3 3 1番地

代　　表　　者　　理事長　　前田　秀喜

設　立年　月　日　　昭和39年10月27日

組合員総資本金　11 1,125千円

出　資　金絶額　　11,120千円

年間生産額　　6,000,000-千円

敷　地　面　積　　　74,129【♂

建　物　面　積　　　49,387.rf

従　業　員　数　　　　722人

加入企業数　　　　　12企業

(5)木　材　団　地

中小企業近代化の一環として、市内に散在していた1 0企業が、昭和5 1年3月に通産省の許可を受け、

工場等集団化事業を推進、 5 3年度に完成、県下最大規模の木材団地として、製材加工技徳の向上、品質

の均一化、販売促進など製品の附加価値の向上をめざし、住宅産業の一翼を担っているo

名　　　称　　協同組合熊本木材工業団地

所　在　地　　熊本市平山町2986番地20

代　表　者　　代表理事　椎葉春見

設立年月日　　昭和49年7月1日

出資金総藍　　64,400千円

年間生産額　1 6,00 0,000千円

敷地面積　187,115m2

建物面積　111,689i㌔

従業員数　　278人

加入企業数　1 0企業

(6)アド工業団地(計画中)

中小企業近代化の一環として、市内住宅密集地に散在していた看板製造業1 5社が良好な作業場境、効率

的な生産体制の確立、並びに集団化を図るため、昭和57年12月完成を目指し、工業団地を建設する。

名　　　　　称　　熊本アド工業団地(協)

所　　在　　地　　熊本市画図町重富

代　　表　　者　　安　田　安　正

設立年月　日　　昭和56年12月2日

出資金総叡　　5,500千円
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年間生産叡　　795,715千円

敷　地　面　積　15,202nf

建　物　面　積　　3,373irf

従　業　員　数　　81人

加　入　企　業　15社

操　業　年　月　　昭和57年12月



(7)熊本流通業務団地造成事業

流通機能の合理化と都市機能の維持増進を図れあわせて物価対策vc資するため、市南部の適地に熊本

泳通センターを計画する。

本計画は、 「流通業務市街地の整備に関する法律」に基づき泳通業務施設と関連公共施設を計画的に整

fflU閉EXiEォa閉x

こH i一二日- Ft L-い減退‥ltt溌IIJ伸也が軒掛軸、物tfE'-'健vft-しして都[bv'pti由職能rcrt、',., 1- I-もト:、南

部地域の発展策としても期待が寄せられている。

事業の名称　熊本流通業務団地造成事業

事業主体　　熊　本　市

位　　置　　熊本市南部地区

規　　模　流通業務地区　約54ha

事業期間　　昭和56年度～60年度

(8)産業文化会館

熊本市産業文化会館Qj:、 (I)地場産業の振興、 (2)市民文化の振興奨励と創造的活動の助長推進、 (3)消費生活に

関する情報の提供.消費者活動の助長推進、 (4)地元中小企業の共同化による近代化高度化の推進の四つの機能

を有する産業文化の拠点として建設したものである。

所在地　　熊本市托畑町7番10号

設置主体　　熊　本　市

構　　造　　鉄骨鉄筋コンクリ-ト造地上8階地下1階

数地面梗　1,914 m

建物面積　　延床面積Il,849rf(うち駐車場429 m2)

建設費　　総事業費　的26億5千万円

付属施設　恩革場　35台

開　　館　　昭和56年3月15日

主な施設

7F　　　大ホール(定員700名)

6F　　　会議室(研修室)　7皇

5 F　　　総合展示場.熊本産業貿易振興協会工業製品常設展示場

4 F　　　経済情報室、経済懇話室、中小企業金融指導室.日本貿易振興会熊本貿易情報セ/クー、

消費者センター

3 F　　　小ホール、県物産館、観光情報センター、県バス協会、会館管理室

2P-丑1F　産業文化会館出店者協同組合(店舗)
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会館使用料

使 用 時 間

使 用 場 所

午 前 午 後 夜 間

冷 暖 房 使用 料

9 : o o~ i 2 : o o 1 3 : o o ~ i 7 : o o 1 8 ‥o o ~ 2 2 : o o

大 ホ 】 ル

平 日
5,0 0 0 円 1 0 ,0 0 0 円 1 3 ,0 0 0 円 :田

1 時間 につ き2 ,0 0 0

土 、 日、休 日 6 ,0 0 0 1 2 .0 0 0 1 6,0 0 0

小 ホ】 ル

平 日 3 ,0 0 0 5,0 0 0 7 ,0 0 0
1 区分 につ き 1,5 0 0

土 、 日、 休 日 3 ,6 0 0 6 ,0 0 0 8 ,4 0 0

第 1 会 議 室 ( 洋 室 2 .0 名 .) 2 .0 0 0 2 .5 0 0 2 .5 0 0

1 区分 に つ き 2 0 0
第 2 会 議 室 ( 洋 室 2 0 名 ) 9 0 0 1 ,3 0 0 1,3 0 0

第 3 会 議 室 ( 洋 室 2 4 名 ) 1,0 0 0 1 ,6 0 0 1,6 0 0

第 4 会 議 室 ( 和 室 1 5 畳 ) 1,3 0 0 2 .0 0 0 2 .0 0 0

第 5 会 議 室 ( 洋 室 5 0 名 ) 1,8 0 0 2 .5 0 0 2 .5 0 0 1 区 分 につ き 3 0 0

第 6 会 議 室 ( 洋 室 1 3 0 名 ) 2.8 0 0 4 ,1 0 0 4 ,1 0 0 1 区 分 につ き 8 0 0

視 聴 覚研 修 室 ( 洋 室 6 0 名 ) 1,9 0 0 2,8 0 0 2 ,8 0 0 1 区 分 VE つ き 4 0 0

総 合 展 示場 ( 3 7 9 irf ) 1 日 ( 9 : 0 0 ~ 2 2 : 0 0 ) 1 8 ,9 5 0 1 日 3 ,7 9 0

(荏)　使用者が入場料その他これに類するものを徴収し、又は営利を目的として使用するときの使用料Qま、

本表の使用料の二倍の料金とする

会館利用状況

区

分

年

皮

ア * - 小 ホ ー ル
会視

"蝣I"-',

紘

A
集式 ^ ^ 墳 日 ^5? そ

の

他

計

集式 研講 立
日

-/

*

負

m 日 展

示

負

そ

の

他

計

負

大

/ -'Il

. I
芸表

刺

演

舞

洋

演

蝪ft-
習

会

大

修演

会傘

. i
講会

管

刺

揖

舞

洋

重覚

蝣・II':

室修

rコ

展

示

会典 会曲 Ttア7
75こ

顔 会 会典 会議 -H-
7ミ

顔 重 m

56 9 2 1 0 7 3 8 2 4 2 9 3 5 3 2 5 5 0 5 5 4 3 5 2 4 6 3 8 3 2 8 7 2,7 79 2 2 6

利用者状況

区

分

年

大 ホ ー ル 小 ホ ー ル

公 文 - 個

A

計

公 文 - 価

人

計
共 化 般 共 化 般

団 団 団 団 団 団
慶 体 体 体 体 体 体

56 46 49 2 19 l l 32 5 66 16 198 7 2 87
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4　中　小　企　業

(1)中小企業金融対策

ア 中小企業 金融制 度一 覧 (昭 5 7. 6 . 1 現 在 )

細 慶 名

( 発足 年月 日 )
目 的 対 象 . 使 途 貸 付 限 度 貸 付 期 間 及 び 利 率 保 証 料

(実質 保証料 )

保 証 人
返 済 方 法 相 談 . 申込 先 取 扱金 融 機 関

市 預 託 条 件 県 保 証 協 会 再 預 託 条 件

担 保 予 算 利 率 融 資 枠 預 託 横 国 利 率 預 託 機 関

小 口 資 金

市 内中小零細 企業 者の小 口資金

の融資 を円滑 に しそ の経 営の質

.市内 に 1 年以上 居住 し、 かつ

同】事 業を 1年 以上 経営 して
運 転 資 金

4 0 0 万円以 内

3 0 カ月 .…..年 7 .7 0 %

4 5 カ月 ‥….年 7 .8 0 ' 年 0.4 1 2 5 %

2 0 0 万 円以 内

… 1名 以上

毎 月 元 金

均 等 分 割

市 中 小 企 業

肥 後 銀 行

千

20 0.5 00

..

出椙金の

た め無利

息

千円

( SO債 )

6,0 15 ,000

県 信 用

保 証 協 会

%

肥 後 銀 行融 資

(昭 3 8 . 8. 7 5

的向上 をは かる い る中小 企業者

.従 業員 2 0 人 以下 の企業
設 備 資 金

6 0 カ月 ……年 7.9 0 '

( 6 カ月以 内の据 置 を認 め

る )

200m irft ft ≡ = 禁 2 0 0 万 円超

… 2名 以上

原則 として徹 し

夜 lハ

金 敵 指 導 室

商 工 会 議 所

( 常 時 )

無 担 保

無 保 証 人

市 内中小零細 企業者 の小 口資金

の融資 を 円滑 にす るた めに無担

保無保 証人 で融資 しその.経 営の

質的 向.上をQまか る

.市内 に 1 年以上 居住 し、 かつ

同一事 業を 1年 以上 経営 して

い る中小 企業者

.従業員 5 人以下 (商 業 . サ ー

運 転 資 金

3 0 0 万 円以 内

2 0 カ月...… 年 7.2 0 '

2 0 カ月

年 0.4 5 %

4 0 カ月

年 0.4 1 2 5 %

不 要

T S

毎 月 元 金

市 中 小 企 業

金 融 指 導 室
肥 後 銀 行 13 ,00 0 一

出絹 金 の

た め無利
( S O債 ) 県 信 用

肥 後 銀 行
融 資

(昭 4 6. 5. 1 )

ビス業 は 2 人以 下 ) の企業 者

.市民税 の所得割 を有 し、納 税

してい る者

設 備 資 金 4 0 カ月.…..年 7 .4 5
蝣J2S

均 等 分 割 商 .工 会 議 所

( 常 時 ) 息
39 0, 00 0 保 証 協 会

経 営 安 定

中小企 業の経 営の会 理化 及び長

期 的な安 定な らびに 企業の体 質

市内 に 1 年以上 居住 し、 かつ

同一事業 を 1年 以上 経営 して

運 転 資 金

1,0 00 万 円以 内

ただ し通 産省
三野定 僻 遠

3 6 カ月以内‥…年 7 .8 0 %

6 0 カ月以内 ‥…年 8 .0 0 %

年 0.4 4 %

2 0 0 万 円以内

… 1名 以上

毎 月 元 金

肥 後 銀 行

1,2 0 0:00 0 年 2.5 0
( 3 倍) 県 信 用

年 3.2 5

肥 後 銀 行 .

資 金 融 資

改 善の ため、必 要 な長期資金 の

融資 を行いそ の経営 の長期 的安

いる 中小 企業者 恥 の け産関
中小企業 者、鉱

業 建設 業 梨

8 4 カ月以内 .…‖年 8 .3 0 % 2 0 0 万 円超

… 2 名以 .上

市 中 小 企 業
金 融 指 導 室

肥 後 相 互 銀 行

鱒 本 相 互 銀 行

肥 後 相 互 銀 行

本 相 互 ノr

(昭 4 3 . 4 . 1 )

定 と事 業の健 全 を発 展 を図 りも

って本 市 中小 企業 の振興 に寄与

す るこ とを 目的 とす る

設 備 資 金 造業及 び特 に市

長が認 めた考

1,7 00 万 円以 内
1組合

3 ,0 00 万 円以 内

( 6 カ月以内瑚 宮匿を認 める )

必要に応じ敬 する

均 等 分 割 商 工 会 議 所

t ffi
熊 本 信 用 金 庫

熊本第1 害用金庫

熊本中央信 用金庫

3 .6 00 ∫ー00 保 証 協 会 熊 銀 TJ

熊 本 信 用 金 庫

熊本第一イ言用金 庫

熊本中央信用 金庫

特 別 短 期
中小企 業者 に対 し短 期資金 の融

資 を行 い、そ の金融 灘 を緩 和 し

市内に 1 年以上居 住 し、か つ

同- 事業 を6 カ月以 上経 営 し
運 転 資 金

2 0 0 万 円以 内

1 2 カ月以内 年 7.0 0 %

年 0.5 2 %

1 名 以上

毎 月 元 金

市 中 小 企 業

金 融 指 導 室
肥 後 銀 行

4 5.0 00 年 2 .0 0
( 2 倍 ) 県 信 用

年 2 .0 0

肥 後 銀 行

資 金 融 資

(昭 4 8 . 4 . 1 )
て中小 企業の 振興 と健全 夜発展

を図 る

て Vllる中小企業 者
設 備 資 金 ( 2 カ月 の掘置を認 め る )

原則 として徴 し

ない

均 等 分 割
ロ

商 工 会 議 所

( 常 時 )

熊 本 信 用 金 庫

熊 本第→ 言用金庫

ーコ

90 ,00 0 保 証 協 会
熊 本 信 用 金 庫

熊本第一信用金 庫

開 業 . 転 業

資 金 融 資

(昭4 9 . 4. 1 )

公 害 防 止 施 設

資 金 融 資

市内の 商工業 に勤務 す る従 業員

に対 し独立開 業の道 を開 くため

の資金 及び小規 模事 業者 が事業

転換に 要す る資金 を融資 し、 も

って 中小 企業 の振興 を図 るこ と

を 目的 とす る

市内 中小企業 者が公 害防止 施設

の設置 もし くは改善 に要す る資

金 を融 資 し、 市民の 健康 の保護 、

.閲泉 ..市 内に 1年 以上 住所 を

有 し、満 2 5 才 以上 の者 で市

内の 岡】事業所 また は市 内の

同一 業種に継続 して 2 年 以上

勤務 し、 同一業種 を市 内で営

もうとす る者

.市が実施 する経営 指 導を受 け

る者

転業...市 内で同】 事業 を継続

して 3 年 以上経営 し、 市 内で

転業 しよ うとす る者

.市 内に 1 年以上 居住 し、 かつ

同一事業 を 1年 以上 経営 して

いる 中小 企業者

運 転 資 金

設 備 資 金

設 備 資 金

3 0 0 万 円以内

必要資金の 8 0 %

以内

5 0 0 万 円以内

5 0 0 万 円以内

3 6 カ月 ‥年 6 .8 0 %

( 6 カ月以内の据置を認める)

6 0 カ月……年 7 .0 5 '

( 1 0 カ月以 内の据 置 を認

める )

8 4 カ月以内….‥年6 .5 0 %

( 6 カ月以内の撫匿を認 める)

市 が年率 4 .0 I の利子

年 0. 4 4 %

年 0ー4 1 2 5 %

2 名 以上

必要 に応 じ敬する

2 名以.上

毎 月 元 金

均 等 分 割

毎 月 元 金

市 中 小 企 業
金 融 指 導 室

( 常 時 )

市 中 小 企 業

金 臥 指 導 室

肥 後 銀 行

肥 後 銀 行

150 ,00 0

10.0 0 0

年 2 .0 。

年 2.0 0

( 3 倍 )

4 50, 000

( 2 倍 )

頻 信 用

保 証 協 会

県 .信 用

年 2.0 0

年 3 .0 0

肥 後 銀 行

肥 後 銀 行

(昭4 6 . l l. 1 ) 生 活環 境の保全 をは か る . 公害防止 に閑 し県 知事 の認定

を受け られる者

補給 をお こなう
( 全額 市負担 )

-必要 k=応 じ敬 する
均 等 分 割 ( 常 時 ) 20, 00 0 保 証 協 会
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制 度 名

( 発足年月 日 )
目 的 . 対 象 使 .逮 貸 付 限 度 貸付期 間及 び利率

保 証 料

( 実質保証料 )

保 証 人
返 済 方 法 相談 . 申込 先 取扱金 融機 関

市 預 託 条 件 県保証協会再預託条件 . I

担 保 予 算 利 率 融資枠 預.託 機 関 利 率 頭 託 機 関

高 度 化

市内の中小企業者等が事業の高

度化または近代化を行うことに

事業協同組合 .商店街振興組

令 .環境衛生同業組合及びそ 運 転 資 金

設 備 資 金

1 組 合

5,0 00 万円以内

8 4 カ月以内

...年 7.1 0 % 以内 保証を付ける場 2 名以上

必至暫こ応じ徹する

元金均等分割

取扱金融機関

( 常 時 )

商工組合中央金庫

千円

220,000

%

^ 1.3 0

千円

( 4 倍)
商 工 組 合

中 央 金 庫

%

資 金 融 資

(昭44 . 4. 1 )

対し、必要な資金の融資を図り

もって中小企業の振興に寄与す

ることを目的とする

の組合員 1組合員

1,00 0 万円以内

運転草金は3 6 カ月以内

(12カ月以内の撫置を認

め る)

合、協会の定め

による

880 ,0 0 0

中 元 . 年 末

市内中小企業者の中元、年末時 市内で 1 年以上同- 事業を経

短 期

芦0 0 万円以内 4 カ月以内.ll年 7.2 5 '

保証をつける場

金融機関の定めるところによる

取扱金 融機関

市内各相 互銀行

3600 0 0

年 3.5 0

( 3 倍)

1 ,08 0,00 0

市内各相互銀行

期の資金需要に対する金融を円 営する中小企業者 組合 保証付の場合年 6.7 5 ' 市内各 信用金庫 年 3.0 0 市内各信用金庫

資 金 融 資

(昭 28. 6 . 1 )

滑にし、その育成振興を抜かる 運 転 資 金 5 0 0 万円以内 合、協会の定め

による
中元 6 月～ 9 月

年末 10 月～ 1月

商工組合中央金庫

総合免品信用組合

商 銀 信 用 組 合

年 3.5 0

年2.7 5

商地 合中央金庫

総合触 信用組合

商銀信用組合

- 般 開 業

資 金 融 資

(‥昭54. 4一20 )

市内で新たに小規模事業を営む

者に必要な資金を敢賢.し、中小

企業の振興をはかる

. 市内に 3 年以上住所を有する

満2 5 才以上の者

. 市内で開業する者

運 転 資 金

設 備 資 金

2 0 0 万円以内

必要資金の 7 0

% 以内

60 九日以内‥.…年7.5 5 %

(6カノ即決内の糎置を認める),
協 会 料 率 2 名以上

必要に応じ徴する

毎 月 元 金

均 等 分 割

市 中 ′1、企 業

金 融 指 導 室
肥 後 銀 行 了0.00 0 年 3.0 0

( 3 倍)

2 10 ,00 0
肥 後 銀 行

経 営 安 定 資

金 の 特 例 融 資

(昭55. 4. 15 )

市内で、省エネルギーを図る中

小企業者、倒産関連又は、天災

地変、火災により被害を受けた

中小企業者に対して資金の融資

を行い、経営の安定を図る

. 市内に1毎以上居住し、かつ同

一事業を1年玖上(天地灸6 カ
月 )経営 している中小企業者

限単一)

運 転 資 金

設 備 資 金

8 0 0 万円以内

84 カ月以内…年 6一00 %

(異常気象‥年 7.1 0 % )

( 1 年以内の撫置を認

める )

年0ー4 4 %

2 0 0万円以内

1名以上

2 0 0 万円超
2 名以上

必要に応 じ徹する

毎 月 元 金

均 等 分 割

ifi t 3 小

金 融 指 導 室
肥 後 銀 行 345,0 00 年 0.5 0

( 3 倍)

,0 35,0 00

県 信 用 保

証 協 会
1.0 0 肥 後 銀 行

大 規 模 小 売 店.

.対 策 特 別 融 資

(昭51. l l . 1 )

大規模小売店進 出により影響を

受ける周辺の本市中小小売業者

に対 し、大規模小売店対策とし

て経営の近代化を促進するため

に必要な資金を融資し、 もって

本市中小小売業の振興に寄与す

ることを目的とする

.市内に1 年以上居住L かつ同

一事業を 1 年以上経営してい

る中小企業者

.大規模小売店の出店により売

上減少等の影響を受け、又は

その恐れのある周辺の中小企

業者で大規模小売店が取扱う

商品を販売しているもの

運 転資 金

S fli B f」

8 0 ∩万円以内

72カ月以内…年7.1 0 .<・/,

( 1 年以内の撫置を認め

る )

年 0▼4 4 % 2 名以上

必要に応じ徹する

毎 月 元 金

均 等 分 割

市 中 小 企 業

金 融 指 導 室

肥 後 銀 行

肥 後 相 互 銀 行

熊 本 相 互 銀 行

熊 本 信 用 金 庫

熊本第一信用金庫

熊本中央信用金庫

100,0 0 0 年 2.5 0
( 3 倍)

3 0 0,0 00

県 信 用 保

証 協 会
3.0 0

肥 後 銀 行

肥 後 相 互 銀 行

熊 本 相 互 胡 行

方島本 信 用 金 庫

熊本第一信用金庫

熊本中央信用金庫
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イ　融　資　状　況

区 分

制 度 名

5 5 年 度 5 6 年 度

件 数 」 m f* a <& m

小 口 資 金 融 資 1 ,1 3 9
千円

2 ,5 9 2 ,0 5 0 1,0 5 2
千円

2 ,3 9 3 2 5 0

無 担 保 無 保 証 人 融 資 8 6 1 4 6 ,9 0 0 9 0 1 4 9 ,1 0 0

経 営 安 定 資 金 融 資 4 2 7 2 ,4 9 1 ,0 0 0 3 8 2 2 ,4 4 8 ,2 0 0

経 営 安 定 資 金 融 資 の 特 例 2 3 6 9 2 6 ,8 0 0 4 0 1 5 7,7 0 0

大 規 模 小 売 店 対 策 特 別 融 資 7 3 4 ,0 0 0 1 0 6 5,0 0 0

特 別 短 期 資 金 融 資 3 7 5 8 ,3 0 0 3 7 5 8ー8 0 0

開 業 等 資 金 融 資 1 3 5 3 5 8 ,2 0 0 1 2 3 3 1 3,8 0 0

高 度 化 資 金 融 資 4 0 4 8 3 ,7 0 0 1 5 5 0 4 ,7 1 0

公 害 防 止 施 設 費 金 融 資 2 9,0 0 0 5 2 2 ,8 0 0

中 元 . 年 末 資 金 融 資 5 6 2 8 9 1,3 1 2 5 4 5 8 8 7 ,2 5 6

一 般 開 業 . 資 金 融 資 8 3 1 4 8 ,6 0 0 6 4 1 1 4 ,7 0 0

計 2 ,7 5 4 8 -1 3 9,8 6 2 2 3 6 3 7 ,1 1 5,3 1 6

也)中小企業への各種助成

ア　中小企業振興助成

助成 の種類 助 成 対 象 助 .成 措 置

事 業 助 成 金

中小企業団体のうち市長の認めるも

のを組織したとき
6 万円以内

商店筒振興組合設立後 3 カ年間の運 年間 6 万円以内

営欝 3 カ年間

高度化施設等建設費

5,0 0 0 万円未満 .

商 店 街 振 興 組 合 その他D 判 、企業団体

2 0

1 0 0 1 .呂呂 以内

限度額 3 0 0万円建設費5,0 0 0万円以上
1,0 0 0万恥 ( 超票恕 )

限度額 2.0 0 0万円

利 子 補 助 金 近代化設備
金融舶 からの融資の融資残額の 21 0 0 以内

3 カ年聞

融 資 の 近代化設備、高度化施設等 福利厚生
融資のあっせん

あ っ せ ん 施設

便 宜 の 供 与
中小企業団体のうち市長の認めるものを 用地のあっせん 労働力の確保 道路等の整備

細軌したと考近代化琴鳳高風 ヒ施設等 情報 . 資料の提供 その他
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助　成　状　況

年 度

区 分 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6

設 立 費
件 数 1 4 - 1 -
金酷 (千円 ) 4 0 1 6 0 - 5 0

-

運 営 費
件 数 3 5 5 5 1

」S K ffl ) 1 2 0 2 0 0 2 1 0 2 1 0 5 0

高 度 化 施 設
件 数 1 1 1 2 4

金叡 (千円 ) 2 0,0 0 0 2 0,0 0 0 1 4.8 9 9 6,0 0 0 92 70

利 子 補 助 金
件 数 1 1 7 7 9

金療 (千円 ) 1 0 8 9 5 1,0 7 5 6 8 2 13 2 0

イ　商店街共同施設助成

対象施設街路燈、 7-ケ-ド、共同駐車場等)総工費(50万円以上)の1 5%とし、 200万円を限度とするO

助　成　状　況

年 産 5 2 5 3 岳4 5 5 5 6

件 数 4 2 3 9 1 6

金 街 (千 円 ) 2,7 6 5 8 9 9 1,9 0 1 7,0 8 1 7,1 6 3

ウ　商店街近代化資金補助

商店街が管理する街路燈電気料の1 0 %を運営資金として補助する。

補助金支給状況

年 産 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6

件 数 4 2 5 7 6 2 6 3 6 4

金 額 ( 千 円 ) 1 ,6 6 8 2 ,1 1 3 2 ,2 7 1 3 ,0 1 9 3 .3 1 2

(3)労　務　対　策

ア　新規学卒に関する指標
(熊本職安管内)

区 分

昭 和 5 7 年 3 月 卒 昭 和 5 8 年 3 月 卒 ( 予 定 )

中 学 高 校 中 . 学 高 校

A 卒 業 者 数 9 ,9 6 2
%

1 0 ,2 5 2

%

9 ,9 6 0
%

1 0 .4 2 8
%

B 進 学 者 数 ①
9 ,8 6 9 9 9 .1 7 ,2 8 2 7 1 .0 9 ,7 4 0 9 7 .8 5.5 2 3 5 3 .0

C 就 業 者 数 (i ) 9 3 0 .9 2 ,9 7 0 2 9 .0 1 1 8 1 .2 4 ,2 9 8 4 1ー2

D 県 内 就 業 者 数 や 8 1 8 7 .1 2 .2 8 0 7 6 .8 1 1 1 9 4 .1 3 ,6 5 6 8 6 .9
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イ　求人活動状況

熊本県産業開発求人対策協議会

設　立　　　昭和39年8月

目　的　　県内中小企業者が団結し、若年技能労働力を確保するため頚力な求人活動を全県に展開

し、もって県内産業の開発を促進する

組　織　　建設業下請業種6団体及び個人3企業により組放

活動状況　　県内各職業安定所を訪問し、参加企業の各職種P R活動並びに求人状況、就職者の近況

等説明、また各構成企業の初任給のアップー従業員宿舎等,福利厚生施設の充実に努め

るとともに就職後は「熊本市事業内高等職業訓練校」に自動的に入校、職業訓練を実施

し,技能のレベルアップを図る等、労働条件の向上.定着を組織的に推進している

熊本雇用対策協議会

設　　立　　　昭和44年3月

目　　的　　職業安定機関と緊密な連絡を保ち、産業界の必要とする労働力の確保と安定を図り、地

域経済の発展に寄与することを目的とする

m.　m

普通会員

特別会員

活動状況

この会の趣旨に賛同して加入申込みのあった熊本公共職業安荒所管内に所在する事業所

及び企業別団体

熊本市・益城町・菊陽町並びに熊本商=会議所・熊本県中小企業団体中央会

o新規中学、高校卒業者の確保

o就職者激励慰安会

o勤労青少年の定着及び福祉対策

o職業安定機関との連絡の強化

、ウ　職業訓練

若年労働力の確保および技能者賛成を目的として、昭和3 9年度に建設業、製造業の1 0団体訓練生500

人を対象として、熊本市工芸指導所内に熊本市事業内共同職業訓練所を建設、多大の成果を収めてきた。

しかし、その後訓練生の増加により、教皇実習室の不足をきたしたため、昭和4 4年度に熊本有工芸指

導所を廃止し、同敷地内に熊本両事業内高等職業訓練校を建設、続いて昭和4 8年度には同校の体育室を

増設し技能者の養成を強力に推進している。

熊本市事業内高等職業訓練校

所　在　地　賠本市南熊本3丁目8番16号

敷地面積　2,362.32ma

建設年月　第2校舎　昭和40年5月　本飽第1期工事昭和45年4月　本飽第2期工事昭和49年3且

建物面積　　〝　　　464.40nf　　　〝　　　　720.50irf　　　〝　　　　299.94rf

建　設　費　　〝　　　7,782細　　〝　　　　28,765千円　　　〝　　　　28,573千円

構　　造　　〝　　軽量鉄骨2階建　　〝　鉄筋コンリート2階建　　　〝　　　　鉄骨耐火造
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加入団体　6団体

訓練生数　57年産180人

熊本市職業訓練センター

事業所の従業員研修、技能レベルの向上(成人訓練) 、及び各種の労務相談など・広範囲な技能訓練、

情報交換の場として熊本市職業訓障センターが昭和5 4年1 0月オープンしたo

その中核として、高卒者及び高等職業訓練修了者を対象に、より高度な知識と技能を合わせもつ実践技

能者を養成する職業訓練短期大学校を、認定職業訓練校としては全国で初の試みとして昭和5 4年4月開

校した。

設　置　主　体　雇用促進事業団

所　在　地　熊本市花園7丁目19番10号

構　　　　造　本館　鉄筋コンク1)-ト2階建　冷暖房施設

実習棟　鉄骨造平屋建

敷　地　面　積　7,841.545m2

建　物　面　積　本　館　1,093i

実習棟　1,5 6 7irf

延2,66Oirf

着　　　　工　昭和54毎1月16日

完　　　　成　昭和54年8月末

開　　　　館　昭和54毎10月

建　設　費　300,000千円

熊本市技能向上訓練実習場(職業訓練センター内に建設)

在職従業者の技能t'ベルの向上(成人訓練)と広範囲な技能訓練の場として昭和5 7年4月オ-プンしたO

設　置　主　体

管　理　主　体

所　　在　　地

構　　　　　造

建物延面積~

完　　　　　成

開　　　　　場

建　　設　　費

熊ESfl

職業訓練法人　熊本市職業訓練センター

熊本市花園7丁目1 9番2 0号

鉄骨造平屋建

300trf

昭和57年3月31日

昭和57年4月1日

36,629千円(国・県・市・各号)

-164-



エ　勤労青少年ホーム

本市の中小企業に勤務する1 5才～2 5才までの勤労青少年(約3 5,0 0 0人)を対象とし、豊かな人

間性の向上と健全な育成を図ることを目的として、昭和45年に建設。

設置主体

所　在　二地

構　　　　造

面　　　　積

着　　　　工

完　　　成

開　　　　館

建　設　費

利用　状況

熊本市

熊本市新屋敷1L一丁目1 8番2 8号

鉄薪コyク1)-ト3階建　冷暖房施設

費地面積　　8 5 1.7 Oirf

建物面積1,264.95m?

昭和45年9月12日

昭和46年3月31日

昭和46年5月　1日

64,437千円

56年度　41,613人(男13,813八　女27,800人)

オ　勤労婦人センター

本市の中小企業に勤務する輸入労働者ならびに勤労者家庭の主婦は約1 8万人を数えるが、これらの人

々の福祉の向上を図るための拠点として、昭和4 8年に建設。

設　置　主　体

所　在　地

構　　　　造

面　　　　積

着　　　　工

完　　　　成

開　　　　館

建　設　費

利　用　状　況

熊本市

熊本市本山町4 8 4番地

鉄筋コンクI)-ト3階建　冷暖房施設

数地面積　89li㌔

建物面積1,118.051㌔

昭和48年6月18日

昭和49年3月31日

昭和49年6月　6日

98,044千円

56年度　71,324人

力　置用促進住宅

昭和4 5年4月1日より本市は広域職業紹介送り出し地域指定除外が決定、名実ともに労働力の需要地

化した.今後若年労働力のみならず、中高年齢層の有効活用を積極的に開拓するため、その受け入れ態勢

の-壕として区域外からの移転就儀を容易にするため、雇用促進事業団による雇用促進住宅を建設o

龍田宿舎

所　在　地　熊本市龍田町上立田1265番地4

貴　地　面　積　　7,639.95i㌔

戸　　　　数　　4棟160戸(45年度2棟80戸、 46年度2棟80戸)
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近見宿舎

所　在　地　熊本市近見町1562番地1地先

敷　地　面　積　約8,500nf

戸　　　　数　4棟160戸(45年度2棟80戸、 46年度2棟80戸)

キ　勤労総合福祉センター(火の国-イツ)

労働省所管雇用促進事業団が斯産都市又は工業整備特別地域等において勤労者の福祉施設を充実して、

雇用の促進と職業の安定を図るとともに、地域の開発に寄与することを目的に設置され勤労者及びその家L

族等の教養、研修、スポーツ、娯楽及び宿泊、結婚式場等の福祉施設としてまた事業主等の主催する教養、

研修、体育、レジャー等に利用。

設　置　主　体　雇用促進事業団

所　在　地　熊本市石原町382番地

構　　　　造　鉄筋コンクリート4階建　冷暖房施設

面　　　　積　数地面横121>140-irf (県.市所有埠)

建物面積　　　3,6 9 4.2 8rf

着　　　　工　暗和49年6月

完　　　　成　昭和50年8月

開　　　　館　昭和50年9月1日

建　設　費　750,000千円

利　用　状　況　56年度163,543人

ク　中高年齢労働者福祉センター

中高年齢労廟者等の雇用の促進と福祉の向上を図るため、職業講習、職業相談、職業情報の提供等を行う

とともに、心身の健康保持、体力の増強、及び教養、文化等のための便宜を供与することを目的とした施設

である。

設　置　主　体　　雇用促進事業団

所　在　　地　熊本市黒髪3丁目71番地先

襲　地.面　積　　2,436.42m2

建物延面積　1,407.60ml

施　設　概　要　1階　体　　育　　室

トレーニンVn,-ム

講　　習　　室

職業相談室

更塩シャワー室

2階　和室(2部屋)

研　　修　　室

大　会　議　室

396.51m1

127.61i㌔

57.58m1

40.0 6irf

46.06b?

93.09m1

30.75r㌔

129.10m2
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着　　　　　工

完　　　　　成

建　　設　　費

昭和57年4月10日

昭和57年11月30日(予定)

300,000千円

ケ　中小企業勤労者福祉共済

市内の中小企業に勤務する従業員に対し、本事業を実施することにより、当該従業員の福祉の増進並び

に中小企業の労働力の確保及び従業員の定着を図り、もって中小企業の振興に寄与する。

発　　　　　足

共　済　掛　金

加　入　者　数

福　利　事　業

昭和49年6月1日

1人月額　300円(56.4.1より)

40.2事務所　　被共済者数　7,773人(昭57. 5. 1現在)

○レクリエーション事業の開催

o夏季に海の家.山の家を設置(無料)

○デパート.結婚式場及びレジャー施設の利用割I.り引き

o指定旅館の割り引きと補助

o人間ドック利用者補助

給付事業(加入と同時に給付)

ft m 給 付 金 額 受 給 者

成 人 祝 金 5,0 0 0 円

被 共 済 者

結 婚 祝 金 1 0,0 0 0

出 産 祝 金 士0,0 0 0

入 学 祝 金 5,0 0 0

卒 業 祝 金 5,0 0 0

結 婚 2 5 年 祝 金 1 5,0 0 0

傷 病 見 舞 金 1 0 ,0 0 0

死 亡

弔 慰 金

本 人 1 0 0,0 0 0 被 共 済 者 の 家 族

配 偶 者 . 3 0,0 0 0

被 共 済 者
1 親 等 1 0,0 0 0

永 年 は

う賞 金

& 5,0 0 0

1 0 年 E 1 0,0 0 0

(荏)永年はう裳は、共済加入後、同一企業での勤務年数が給付条件

貸付事業

種別 貸 付 条 件 貸付輝度額 内 容 保証 人 償 還

普 通

貸 付

同「企業で勤務3年臥上5年未満
千円

1 0 0 笠 . " 1資金
事業主

蝕寿抗の所得.
割のある者

計 2 各

5 年

以 内

〝 5年奴上 5 0 0

特 別

貸 付
原則として勤務年数は問わない 2 0 0

≡ ≡}資金
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5　消　費　者　行　政

本市の消費者行政は、硝費細の高揚」 I 「情報の収集提供」 I 「消費者の組敵化と活動の助長」・ 「消費

者保護行政の推進」を4本の柱として、市民の消費生活の安定向上を目標に・各事業を通じて・消費者保護を

推進する。

事業　内　容

消費生清春季 講座
消費生活に関する基経的な知識の習得

1期 ( 3 カ月 )を 1 2 講座で構成
定員 6 0 人

消費生活秋季 講座
主に消費生活春季講座修了者を対象とし、 1期 1 2 講座で構成、養成人員 6 0

人

消費生活移動 講座
地域住民 に対する情報提供、消費者学乳 消費生活相談などの啓発活動を効果

的に推進する

消費生活指導巡回車
消費者に対する情報提供、消費生活相談をど消費者啓発を総合的に推進し、

消費者意識の地域浸透をはかるためI地域を巡回、指導する

消 費 生 活 展
消費者が正 しい商品知識 と自主的な消費行動をもって、かしこい豊かな くらし

を築 くことを目的とし、安全、物価、資源問題等について、消費者参加 によるパ
ネル、商品展示等を行 う

小学生向啓発資料作 /J、学 5 . 6 年を対象に、学校教育において消費生活に関する知識を身につけて

成 もらう目的で、家庭科の参考資料 「か しこい消費」を作成

廟 費生活相談処理体
消費生活相談窓口の充実

産業文化会館内の消費者センタ- では、迅速適切な相談処理を図るとともに、

制の強化 消費者の声を関係業界や行政 に反映させる
消費生活相談員の配置

消費生活相談業務に通じ苦情処理等の業務に適格を人を市長が委曝し、相談
の受付 と処理にあたる

消費物資の情報の収
集並びに提供

毎月、市内の大型店、中規模店、一般小売店等約 5 0 店を対象に生鮮食料品、
生活関連物資 3 5 品巨の小売価格、需給状況を調査 し、P平均小売価格 を発表す
ることによD 、市民への情報の提供に努める

癖菜消費地指定促進
市内における野菜の供給の安定を図るため、野菜消費地域指定促進消費者賂議

会を通 して、指定の早期実現に努める
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業事鶴義6

地

設
在

施
　
所

1

開　設　年　月

駐　車　　場

投　　票　　所

払　　戻　　所

両　　替　　所

観　　覧　　席

(2)競輪事業の実績

熊本市水前寺5丁目2 3番1号

昭和25年7月

40,000nf　烏走路1周500m　　卓立

21,003nf (2,450台収容)

投票所数　7　　窓口　382

払戻所数　4　　窓口　126

両替所数　6　　窓口　　39

定　　員

15,000人

一般　　4,200人

立見　　8,683人

特別観覧席　　2,117人(昭56.4開設)

年 度

区 分 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6

開 催 回 数 1 2 1 2 1 2 1 2 1 6

開 催 日 数 7 2 7 2 、7 2 7 2 8 4

a m * サ 6 4 6 ,2 5 2 6 1 1,9 3 6 6 3 0 ,8 4 1 6 0 5,3 7 5 6 3 2,2 9 6

収 入 千円. 千円 千円 千円 千円

入 場料 (普 通 席 ) 3 2 ,3 1 2 3 0 ,5 9 6

2 2 ,0 0 8 ,0 0 8

3 1,5 4 2

2 4 ,2 6 4 ,4 7 5

3 0 ,2 6 9 3 1 ,6 1 5

〟 (特 別 席 )
- - 1 1 5 ,8 8 8

車 券 尭 上 2 0 ,8 8 0 ,8 5 3 2 3 ,8 3 9 ,2 1 7 2 5,7 6 8 ,9 6 4

そ の 他 の 収 入 5 8 ,1 3 7 4 8 .4 7 9 6 5,5 3 3 9 8 ,7 2 6 7 8 ,7 0 7

前 年 度 繰 越 金 6 1 7 ,6 2 7 8 3 1,2 0 9 8 8 7 ,7 4 5 9 6 5 ,7 9 7 6 0 8 ,1 1 8

支 出

経 常 経 費 1 3 3 ,4 1 1 1 3 6 ,6 9 5 1 4 2 ,5 1 7 1 4 4 ,4 5 9 1 7 7 ,8 3 0

開 催 経 費 1 6 ,8 2 7 ,3 1 5 1 7,6 7 6 ,8 6 1 1 9,4 9 4 ,9 4 6 1 9 ,2 0 8 ,8 4 8 2 1,0 8 0,0 4 2

交 付 金 ▼ 1 ,2 0 5,2 5 6 1,3 0 6 ,0 4 8 1,4 2 6 ,5 6 5 1 ,4 0 4 ,3 6 3 1 ,5 4 & 9 9 2

施 設 関 係 4 0,7 4 2 1 1 0,9 4 7 .6 1 9 ,4 7 0 7 6 8 .2 2 0 1,0 9 0,3 5 0

- 般 会 計 抜 出 金 2 ,5 5 0,0 0 0 2β 0 0 ,0 0 0 2 ,6 0 0,0 0 0 2β 0 0 ,0 0 0 2,6 5 0,0 0 0

(3)競輪事業収益金の使途
(単位　千円)

区 分

年 慶

土 木 .住 宅 関 係 民 生 関 係 教 育 関 係 衛 生 関 係
災 害 復 旧

工 事 関 係
そ の 他 合 計

5 2 6 7 2 ,5 9 3

%

2 6 .4 4 2 6 ,2 0 4

%

1 6 .7 2 9 2 ,0 0 0

%

l l .4 2 2 2 ,9 5 7

%

8 ー7 1 4 ,3 7 2

%

0 .6 9 2 1 ,8 7 4

%

3 6 .2 2 ,5 5 0 ,0 0 0

%

1 (氾

5 3 5 1 1 ,5 6 9 1 8 .3 4 4 3 ,7 4 9 1 5 .8 3 2 8 .4 2 1 l l .7 2 2 4 ,0 2 2 8 .0 4 ,9 0 4 0 .2 1 ,2 8 7 ,3 3 5 4 6 .0 2 ,8 0 0 ,0 0 0 1 0 0

5 4 5 9 2 ,8 0 0 2 2 .8 5 0 7 ,0 0 0 1 9 .5 3 1 9 ,8 0 0 1 2 .3 1 5 8 ,6 0 0 6 .1 5 ,2 0 0 0 .2 1 ,0 1 6 ,6 0 0 3 9 .1 2 ,6 0 0 ,0 0 0 1 0 0

5 5 4 7 8 ,8 0 0 1 7 .1 4 9 0 ,0 0 0 1 7 .5 4 2 5 .6 0 0 1 5 .2 1 0 6 ,4 0 0 3 .8 8 ,4 0 0 0 .3 1 ,2 9 0 ,8 0 0 4 6 .1 2 ,8 0 0 ,0 0 0 1 0 0

5 6 6 1 2 ,1 5 0 2 3 .1 2 8 6 ,2 0 0 1 0 .8 3 3 3 ,9 0 0 1 2 .6 1 4 3 ,1 0 0 5 .4 10 0 . 1 ,2 7 4 ,6 5 0 4 8 .1 2 ,6 5 0 ,0 0 0 1 0 0
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t^m　　光

(1)概　　沸

本市は熊本軌水前寺公園をはじめとする数多くの歴史的観光資源に加えて.夏目淑石によって「森の都」

と名づけられたように、縁ゆたかを美しい街並みで毎年5 0 0万人を超える鶴光客を迎えている。

また、九州の中央に位し、東に阿蘇、西に天草の二大国立公園を控え、九州国際観光ルートの要衝として

地理的好条件に恵まれているG

昭和3 9年に.別府・阿蘇道路が開通したのを皮切Dに. 4 1年天草五橋の完成、 4 6年新熊本空港の開

港、さらに5 0年に入れ福岡・熊本間の九州自動車道の開通、新幹線の博多乗b入れ等、大型レジャー施

設の整備とも相まって.本市の観光誘因はますます増大の傾向にある。

一方、市の西方部に位匿する金峰山一帯は多くの史跡に恵まれ、 「くまもと自然休養林」として親しまれ

ているが、 「岩戸の里公園」を核としての開発もすすみこれからの観光地として期待されてV・,る。

(2)観光振興対策

ア　観光客の誘致

観光映画の活用

観光映画「くまもと」 (16mmカラー)を製作し、一般観光並びに修学旅行誘致宣伝に活用している

観光展の開催

観光展の開催により、新たな観光需要市場の開拓を図る

観光宣伝隊の派遣・参加

観光宣伝隊を組織し、各地の学校、会社、旅行業者を訪問、あるいは現地観光懇談会を開催し、本市

の観光宣伝ならびに観光事情の説明に務めているOまた、広域観光宣伝の立場から、各陣の広域観光宣

伝機関の宣伝隊に参加している

大会会議の誘致

本市は九州の中枢管理都市として全国・九州規模の大会会議の誘致に努めると共に受入体制の強化を
図る

郷土芸能の夕べ開催

毎週土曜日の夜・産業文化会館で、来熊客に本市の伝統芸能である「肥後にわか」 、 「郷土民踊」 、
「観光映画」を披露している

新婚宿泊客への記念品贈呈

新婚旅行者の誘致をはかるため、本市で宿泊する新婚旅行者に熊本滞在を記念して、表札を贈呈する

観光標識の充実

訪ずれる観光客のため、観光道路標識.説明板、案内板等の設置拡充を図る

イ　観光客の動向

年 項 目 観 光 客 数 対 5 1 .年 此 対 前 年 比

5 2
千 人 % %

5 ,0 0 7 9 7 .4 9 7 .4

5 3 4 ,9 8 7 9 7. 0 9 9 .6

5 4 5 ,0 5 5 9 8 .4 1 0 1 .4

5 5 5 ,0 1 5 9 7 .6 9 9 .2

5 6 4 ,9 2 0 9 5 .7 9 8. 1
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(3)名所旧跡及び観光施設

ア　熊　本　城

加藤清正は、肥後入国( 1 5　年)後すぐにも新城の必要を感じたものの朝鮮遠征も関ケ原の戦い等

の内外事に追われその計画は実現しなかった。しかし関ケ原の戦いのあと、小西行長と二分して領有してい

た肥後の国が清正一人の領するところとなり名実ともに5 4万石の大名となったためJまた島津氏との対抗

上からも新城の必要にせせられ、慶長6年( 1 6 0 1年)築城に着手したo

築城にあた3?清正は数々の実戦の経験を生かしたが、特に朝鮮の蔚山城の龍城による曹/、鞄、ら、城の

各所にいろいろな苦心が払われている。

まず位置を茶臼山の平野をのぞむ一端に選定し・平野にひろがる城下町をも城郭とする平山妹の形式とし

たoまた防備の面では・清正石垣と呼ばれる堅固で特異の勾配を持った石垣をめぐらし、烏城を考慮しての

城内1 2 0カ所の井穴生木のままでも薪となる榎、楠の植樹、畳のしんに食糧となる芋の茎を使うなど数

々の配慮がみられる。このようにして築かれた熊本城は、当時周囲9Knに及びこ櫓4 9、櫓門1 8、城門

2 9を数えたと言われるが、惜しくも明治1 0年の西南の役でその大半を焼失した。

昭和3 5年8月3 1日総工費1億8,0 0 0万円をもって、清正公の35 0年祭と市制70年を記念して天

守閣の再建がなされた。また、宇土櫓他1 2の建造物は国の重要文化財に指定されている。

重要文化財

名 称 面 積 高 さ 長 さ 摘 要

宇 土 噂

良. =弊

1,0 7 6.3 2 m' 1 9 .5 ' m

2 4 2.8 4

地下 1 階、地 上 5 階 、3 層 5階 (地下 3.3 m )

田 子 櫓

七 間 櫓

十 四 間 櫓

四 間 櫓

源 之 進 櫓

東十八間櫓

北十八 間櫓

五 間 櫓

平 櫓

監 物 櫓

二不 開 門

5 0 .9 5

6 6.0 7

1 6 2 .7 5

4 6 .3 0

1 0 7.9 4

1 5 4.0 4

2 3 2.4 5

3 6.3 6

1 2 2.l l

1 4 1.2 0

5 6.1 0

平 屋

〟

〟

〟

〟

〟

′′

〟

′′

′′

〟

計 2,2 5 2.5 9

観　覧　料　(入園料、登閣料　昭51.7.1改正)

入　園　料　大　人100円

小中学生　　50円

登　閣　料　大　　人

小中学生
団体割引-- 3 0人以上2割引
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iSUifa囲

区 分

毎 慶

入 園 登 閣

一 計

人 員 & S i 人 員 & m

5 2 1 ,3 8 9 ,6 8 3
1 2 4 ,3 0 9 ,4 2 0 円 7 5 3, 1 5 4 1 1 3, 0 4 6 ,2 3 0 円 2 3 7,3 5 5 ,6 5 0 円

5 3 1,3 2 6 ,3 7 3 1 1 9 ,6 3 1 ,8 6 0 7 5 & 7 0 2 1 1 1 ,4 3 6 ,0 3 0 2 3 1 ,0 6 7,8 9 0

5 4 1 ,3 7 6 ,9 8 7 1 2 2 ,6 4 1 ,5 0 0 8 0 6 ,8 9 9 1 2 0 ,4 6 3 ,4 1 0 2 4 3 ,1 0 4 ,9 1 0

5 5 1 ,3 5 4 ,9 4 2 1 2 0 ,3 1 5 ,5 9 0 8 0 1 ,1 2 6 1 1 8 ,5 5 0 ,4 8 0 2 3 8 ,8 6 6 ,0 7 0

5 6 1,4 2 之4 16 ‥ 1 2 6,4 5 8 ,1 5 0 8 3 7 ,1 0 1 ー1 2 4, 3 1 6 ,3 5 0 2 5 0 ,7 7 4 ,5 0 0

肥後名花'園

熊本城内竹の丸一帯の肥後名花園は、伝統ある肥後六苑の純粋晶革をよ。多く後世に残すため-昭和48

年に造成し,その保存・栽培を行い、観光客や「股市民に親しまれているo

ひござく　　　正式5間苑壇に4 7品種を栽培　　　　　観賞1 1月上旬

ひこしょう.ぶ　7間苑壇4段に120品種320株を植え付け観賞　6月上旬

ひごあさがお　2 2品種を5 00鉢に栽培　　　　　　7月-9月鉢物展示場に展示

ひごしゃくやく　7間祐壇4段に25品種120株を植え付け　観賞　5月上旬

ひごつはき　　約1,000m2囁横に47品種160本を移植観賞　3月

ひごさざんか　約36Oiがの面積に5品種40本植え付け　　観賞12月

・熊本城二の丸駐車場(民生関係に記載)
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イ　動物園

市民の社会、教育、文化の向上を図る-蒙として、昭和4年、水前寺にある旧細川藩の庭園東側に匪接し

て、動物園を開園したo設置当時は市の郊外に位置し、教育施設としてまた行楽の場として最適であったが、

市の東部発展に伴ない、周辺に住宅等が密集し、動物舎の増改築、敷地の拡張等が極めて困難となったため

昭和4 4年7月江津湖畔の豊富な水資源を利用した異色の湖畔動物園を築造した。

施設と動物

所　在　地　熊本市健軍5丁目14番2号

敷地面積　107,896rf

建物面積　4.878.5lnf(事務所、倉庫、動物舎等岳6奮)

開園年月日　　昭和44年7月1日

飼rj油　　I'll'　I;1　0tf　　337,'!',、

鳥　　類　　90種　　863点

-　虫　類　　　6種　　　77点

計　　158種　1,277点

駐　車　場

面　　　積　17,500 nf

収容台数　普通車800台、バス10台

遊戯施設

チエソクワ-、ミニSL、新幹線、メ.)-ゴーラソド、ティカップ、観覧車、ジニットコー

スター、 Itノt'-ル、ゴーカート、スーパ-v-サー、渡し船(休航)、小型遊器具、急流

すべり、ミラ--ウス、プール.水辺の家

観　1X3

〔個人〕　〔団体〕

大人・高校生　　200円　　180円

小・中学生　　50円　　　40円(ただし市内の小・中学生は無料)

幼　　　　児　　無　料

利用状況(昭和56年度)

入園者数　779,683人　　　　入園料収入　58,433,220円

水辺の家　19団体(767人)遊戯施設使用料126,385,130円

売店施設使用料　　　5 7 6,000円

計　　　185,394,350円

動物園の整備(昭和5 6年度)

鹿舎新築その他工事　7,653千円

つばめ橋新設工事　　5,3 7 0千円

インタホンその他電気工事　2,840千円

シフゾウ(一番)購入　6,500千円
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ウ　水前寺益園

清らかな水と日本式庭園の美しきでしられる水前寺成趣園は、寛永9年( 1 6 3 2年)藩主細川息利が

豊前羅漢寺の僧玄宅のために寺院を建てた所で、後にこれを移し、藩公の遊休の茶屋を設けて成趣園(初

6 9,0 0 Oirf)と名づけられたoこの庭園は、東海道五十三次を形どったものといわれ、その仮山泉石の妙は

桃山式庭園の代表的なものであるo特に阿蘇の伏流と云あれる清らかな導水は、年中絶えることなく、 ,池の

査る所から湧き出て、観光客、市民の憩の場所となっているo文豪夏目淑石もこの清列夜水をたたえて「湧

くからに　流るるからに　春の水」と詠んでいる。

エ　北岡自然公園

ここ杖,細川家の別邸のあった所であれ　細川家歴代の菩提寺跡で、妙解寺と呼ばれていた。社岡山と連

なって、うっそうとした自然林にとb閉まれ、園の奥にある3代忠利及び4代光筒の廟側には、殉死者の墓

や森鴎外の小説で有名な悲劇の「阿部一族」の墓が並び、数々の歴史を物語っている。園内に杖ロックーガー

デンをはじめバラ園などがあ9-般市民に開放されている。

オ　立田自然公園

立田山の麓にある立EEI自然公園は、細川家の菩提寺泰勝寺跡である。ここには、初代藤孝及びその夫人、

2代目忠興とガラシャの名で広く世に知られるその夫人をはじめ歴代藩主の墓がある。

世界的に賢夫人として知られるガラシャ天人絃明智光秀の娘で、キ7)スト教に帰依し貞節をもって一生を

つらぬいたo今なお、夫人の墓を訪れる内外の客はその後をたたない。

m^E3閲E

九州における日蓮宗の名刺として知られる加藤家の菩提寺本妙寺は、熊本妹の北西約2臥城をのぞむ中

尾山の中腹にあるOこの寺仕、当初清正が父清息の菩提をとむらうため大阪に建立したものであるが、 ・肥後

入国に際して城内に移し、後忠広の代に至り現在地に移されたものであるo清正が日蓮宗に深く帰依してい

たことは、軍旗に「南無妙法蓮華経」の職を用いていたことや、有名な長鳥帽子を自筆の法華経の写紙で作

ったことからもうかがい知ることができる。 7月2 3日の頓写会には、夜を徹して参拝の^波が続いている。

境内には、清正の銅像や遺品を納めた宝物飴があれ　また清正に殉死した大木土佐守や金官の墓がある。

キ　藤崎宮

熊本市民の氏神として親しまれてVlる藤崎宮は、承平5年( 9 3 5年)の建立といわれ、応神天皇(一の

宮)、住吉大神(二の宮)、神功皇后(三の宮)を祭っているO毎年9月15日に行われる大祭は、通称

「随兵祭り・」と呼ばれ、武者行列や獅子舞、それに若者たちの勇壮を鳥追いが町に練b出すo社殿に仕重要

文化財の木造僧形八幡神や木造女神の座像等がある。

ク　武蔵塚

剣聖として大衆に親しまれている宮本武蔵性、細川忠利に招かれて晩年を肥後で送少、その生涯を千葉城

防(現在のNHK)にとじた.その墓は、江戸参勤交代の威儀を拝したいという武蔵生前の希望によれ大

津街道沿いに選ばれたと伝えられている。
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ケ　岩戸観音・五百羅漢

金峰山の西麓にあ少、剣聖官本武蔵が「兵法五竜書」を記した洞窟で観音か配られている。この横には、

石工了善が2 4年の歳月を費やして刻んだと伝えられている五首羅漢もあるO

コ　吉田司家

藤崎宮参道の左手にある富田司家は、相撲の神様として知られているo後鳥羽天皇の時、吉田家次が宮中

に召されて相撲の行司官に任ぜられたのが始まりで、以後代々受け継がれているo初めて横網となった関取

は九州巡業の際、ここに立寄り、古式ゆたかな土俵入りが行われるo

サ　千金甲古墳

小島町、千金甲の後方山中にある古墳で、全国に紋様古墳として知られているo内部には、円や直線での

て'しい.:珊三・二蝣蝣・#ri--H、 ・ti.',一二.i輔トド'.J':>モ　二-jiiてい心　こ一一に・Vfc.'fi:附.三mでも此蝣蝣ur-h上を. X...I

(4)火の国まつり

昭和5 3年から始まった市民総参加の夜の祭典「火の国まつb」は3日間で8 0万人の見物客で賑わった.

伝統ある祭少として継景するため本年も8月1 1日～1 3日「おてもやん総かどb」など多彩を行事を繰

b広げる。

8　市　民　会　館

(1)施　　設

所在地　熊本市桜町1番3号

敷地面積　6,659rf

建物面積　4,408rf

延9,015irf

起　　工　昭和41年　4月　1日

竣　　工　昭和42年11月30日

閉　館　昭和43年1月　6日
建設費　628,500千円

構　　造

ホール棟　鉄筋コンク1)-ト造

地下1階、地上4階

会議棟　鉄筋コンク1)-ト造

地下1階、地_上2階

57年度　工事請負費　150,000千円

大ホール客席椅子改修及び天

井亀裂補修工事を計画

各階面積及び主要施設

区分 階 別 面 積 主 要 施 設

ホ

,

ノレ

地 階
ni l

6 5 9 オl ケス トラビ ット- エ 7 - ダク ト

1 階 2.4 3 3

舞台、客席. 放送室- 映写室 - 技

術室- 主催者控童 、ホワイエ. サ

ソク ソホワイエー売店

申 2 階 1 0 6 中継室

2 階 1,0 6 0
客席. 照明重ーホワイLエー喫煙所 .

棟 便所

3 階 7 3 7 客席- 照明童 . 喫煙所t 便所 、倉庫

4 階 1 8 0 客席. -t :/ クー スポ ット

会

義

i棟

地 階 8 5 7
空気調和機械室- ボイラー室 l バ

ツテ .) l 童 こ変電気室、保御 室

1 階 1 .2 4 8

展示 ロビI - 控室、第 1 0 会議室

(和室 ) . 館長室- 事務室ー食 堂、

浴室- 便所 .守衛室.宿直室-交触

2 階 1,5 5 0
大会議室、第 1会議室～第 9 会議室

P ビI . 倉庫

1部3階 1 8 5
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(2)会館使用料及び定員

使 用 時 間区 分

使 用 場 所

午 前 午 後 . 夜 間

定 員
午 前 9 時か ら . 午 後 1 時 か .ら ..午 後 6 時 か ら

及び 使 用 日 正 午 ま で 午 後 5 時 ま で 年 後 1 0 時 まで

大
示

平 日
1 0 ,0 0 0 円 2 0 ,0 0 0 円 2 5 ,0 0 0 円

固 定 席 1 ,8 2 6 席
I

1 士 、 日、 休 日 1 2 ,0 0 0 2 4 ,0 0 0 3 0 ,0 0 0

大

会

平 日 2 ,0 0 0 4 ,0 0 0 5 ,0 0 0

移 動 席 5 0 0 人
義
室 土 、 日、 休 日 2 ,4 0 0 4 ,8 0 0 6 ,0 0 0

会

義

塞

第 1 会 議 室 4 0 0 6 0 0 6 0 0 ′」、会 議 室 2 0 人

m 2 - 4 0 0 6 0 0 6 0 0 ・ォ・ '/

W , 3 * 4 0 0 6 0 0 6 0 0 蝣s- '/蝣

m 4 * 4 0 0 6 0 0 6 0 0 /> '/

m 5 4 0 0 6 0 0 6 0 0 * 's

第 6 ノク 8 0 0 1 ,1 0 0 1 ,1 0 0 中 会 議室 4 0

第 7 ク 8 0 0 1 ,1 0 0 1 ,1 0 0 * *

第 8 ク 4 0 0 6 0 0 6 0 0 蝣ĵ a ts 2 o

1第 9 ク 8 0 0 1 ,1 0 0 1 ,1 0 0 中 会 議 室 4 0

第 1 0 8 0 0 1 ,1 0 0 1 ,1 0 0 和 室 ;/
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(3)　会館利用政況

区

分

皮

大 ホ 一 ル 大 会 議 室 中

4、(

展

示

rJ

集 式 音歌 演 日 m そ

の 計

集式 研講 ,-rt-.
田

莱

演 展 <r そ

の 計

会 楽謡

会 シ

、ヨ

1 舞
演

会
修 演
今 金

輿
ン′

一ス

十

全

大
潰 し

演 洋
請

習
大 講会 演

罪 ノ、
ー

重
請) ど

会 央 奏浪

全 曲
ddr
蝣33T

舞 会 他 会典
習
会議 会 -H-

"2X
会

フ一

イ 他 ^ I

5 4 6 9 1 6 9 5 9 4 1 8 13 3 5 9 8 0 1 2 0 8 5 2 4 6 6 1 0 1 7 4 0 2 5,0 5 9 2 0 8

5 5 66
I

1 49

ー

5 3

I

5 7

ー

7

I

1 9

I

3 5 1

1

7 5

-

1 4 6

-

4 4

i

1 4

ー

6 8

I

1

I

4 3

I

3 9 1

-

4,7 3 1

.-

1 9 1

Il

5 6 6 0 14 5 4 2 2 2 1 2 4 1 3 2 2 4 5
l
1 3 1 3 2 9 3 6 2 8 7 . 3 4 2

-
4,6 7 0 1 8 0

区

年 分

大 . ホ 】 ル 大 会 議 室

公 文 価

計

公 文 個 .

計
共 化 般 共 化 般

慶
巨ヨ a 団

人
団 団 団

人体 体 体 価 体 体

5 4 7 1 1 3 3 9 0 - 6 5 3 5 9 1 1 8 7 5 1 3 7 7 2 4 0 2

5 5 - 4 8 5 0 I 2 4 8 3 5 1 6 1 2 0 26 7 4 3 3 9 1
I t l

5 6 7 4 4 5 2 0 1 2 3 2 2 8 7 19 1 9 2 4 4 3 4 2

(4)　会館自主文化事業実施状況

年 度 事 業 名 :k 日

5 4

照本 音 楽 連 盟 コ ンサ 一 ト 7. 9

第 4 回青 少 年 コ ン サー ト 1. 6

演劇 教 室 「せ む しの仔 馬」 2. 1 2 1 4

演 劇人 協 議 会 公 演 「薮 の 中」 3. 1

5 5

熊 本 演 劇人 協 議 会 公演 「熊 本 シネ マ巷談 」 1. I

能 と狂 言 鑑 賞 教 室 9. 8

第 5 回 青少 年 コ ン サ一 ト 1. 6

第1 1回 演劇 教 室 「馬 蘭花 物 語 」 2 . 1 7 1 9

I

5 6

第 1 0 回熊 本 音 楽 連 盟定 期 演 奏会 「第 九 」 1 2 . 2 5

第 6 回青 少年 コ ン サ ー ト 1. 6

第 1 2 回 児 童 演 劇 教室 「大 どろ ほ うホ ツ ツ エン プ ロ ツ ツ」 2. 1 6
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9　農　林　水　産　業

(1)　概　　況

本市の農林漁業は、農地面積約4,700ha(田3,100ha　畑l,300ha　樹園地300ha)農家戸数約

5,400戸からなり、稲作、野菜、果樹、准再、畜産、水産等の生産が行われているo

昭和56年度における農林水産粗生産額は、 177億4千万円(農産物123億1千万円、畜産物37億2千

万円、水産物17億1千万円)となっている。

地帯別にみると、東部畑地帯は肉牛、酪農の畜産を中心にメロン、スイカ等施設野菜のほか、 t'クス、だい

こん等の露地野菜が生産されている。南部水田地帯においては、水稲作を基盤として、カーネション、菊、カ

ラー等の花井栽培及び葉菜果菜などの露地.施設栽培も盛んである。西部水田地帯においては水稲のはか、メ

ロン、スイカ、トマト等高度な施設を取り入れた施設園芸が主産地化している。また、金峰山緒地帯において

は、温州みかんを主体とした果樹が栽培されている。水産については、有明海治岸のノ7)養殖、アサリ、 -マ

クリ、クルマエビ等の海面漁業が中心であるが.内水面漁業として、押新地区におけるウナギ養殖のほか、画

図地区で観賞魚の生産が行われている。

しかしながら.近年都高閣の拡大に伴い農地の減少、労働力の流出、用排水汚染など経営課境の悪化が進行

し、その対策が急務となっている。

市で臥これらの情勢に対処し、高生産農業の実現を図るため、農業振興計画に基づき、生産基盤の整備、

生産体制の合理化・流通体制の合理化、農漁業者の育成対策を重点施策として各種の事業を積極的に推進して

いる。

また、水産業については、特に栽培漁業の生産流通体制確立を重点にその対策を講じている。

ア　農家戸数と農業人口

メ分

年
農 家 戸 数 農 家 人 口

専 業 農 家

ォ

兼 業 農 家 戸 数

1 兼 2 兼 計

5 2 6 .0 7 7 2 9 .2 2 2 1.2 3 1 1 ,8 2 8 3 ,0 1 8 4 .8 4 6

5 3 5 ,8 9 9 2 8 ,4 5 2 1,1 7 0 1 ,7 9 1 2 ,9 4 0 4 7 3 1

5 4 5 ,7 2 2 2 7 ,7 2 9 1 ,1 5 2 1 ,7 1 4 2 ,8 5 6 4 ,5 7 0

5 5 5 .5 6 1 2 5,8 3 9 1,3 6 5 1 ,4 9 9 2 ,6 9 7 4 ,1 9 6

5 6 5 ,3 9 9 2 4 .8 0 5 1,3 9 6 1,4 0 5 2 ,5 9 8 4 .0 0 3

イ　農地面積　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位　ha)
忘 ＼笠

総経営耕地面積 水 田
畑

普 通 畑 樹 園 地 計

5 2 5,1 0 8 3,1 9 9 1,4 8 7 4 2 2 1,9 0 9

5 3 4,9 8 6 3,1 6 5 1,3 9 9 4 2 2 1,8 2 1

5 4 4,8 7 8 3,1 2 7 1,3 2 9 4 2 2 1,7 5 1

5 5 4,7 4 5 3,0 9 2 1,3 1 4 3 3 9 1,6 5 3

5 6 4,6 5 7 3,0 5 7 1,2 6 1 3 3 9 1,6 0 0
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ウ　林野面積 (単位　ha)
謡 こ

総 面 積 国 有 林
民 有 林

用 材 林 薪 炭 林 竹 林 特 殊 林 要 造 林 地 その 他

5 2 1,8 2 3 4 5 2 1,3 7 1 1 2 8 9 7 9 2 1 5 2 4 7 -

5 3 1,6 6 6 4 8 2 1,1 8 4 1 0 8 9 1 2 1 2 2 2 4 0 -

5 4 1,6 3 9 4 5 b 1,1 8 3 1 0 7 9 1 1 1 2 2 2 4 0 -

5 5 1,6 3 9 4 5 6 1,1 8 3 1 0 7 9 1 1 1 2 : 2 4 0 -

5 6 1,6 7 4 4 9 0 1,1 8 4 1 0 8 9 1 2 1 2 2 2 4 0 I

エ　民有林の樹種別面積と蓄積

謡 こ 用 材 林 薪 炭 林 竹 林 特 殊 林 要 造 林 地 そ の他

面 積 蓄 積 面 積 蓄 積 面 積 蓄 積 面 積 蓄 積 面 積 面 積

5 2

h a m 3 h a ni3 h a 屯 h a m B h a h a

1 2 8 1 7 ,9 8 2 9 7 9 7 2 ,4 4 9 2 1 5 2 1 0 ,1 1 8 2 - 4 7

5 3 1 0 8 1 8 ,4 8 4 9 1 2 7 3 ,3 1 7 1 2 2 l l,9 3 8 2 - 4 0 -

5 4 1 0 7 1 8 ,4 8 4 9 1 1 7 3 ,3 1 7 1 2 2 1 1 1,9 3 8 2 - 4 0 I

5 5 1 0 7 1 8,4 8 4 9 1 1 7 3,3 1 7 1 2 2 1 1 9 ,9 3 8 2 - 4 0 -

5 6 1 0 8 1 8,4 8 4 9 1 2 7 3,3 1 7 1 2 2 1 1 9.9 3 8 2 - 4 0 -

オ　農業生産額

4妄 ミ 竺 水 稲 陸 稲 麦 雑 こ く

作 付 面積 生 産 額 作 付 面 積 生 産 額 作 付面 積 生 産 額 作 付 面 積 生 産 額

5 2

h ∂ 千円 ha 千円 h a .千円 h a 千円

3,1 5 9.0 4,6 6 9,0 0 0 8 0.7 4 2,1 2 5 1 0 5.0 2 8,4 0 1 16 4.8 7 4,0 4 4

5 3 2,7 8 2.0 4,13 4.5 2 8 6 5.0 4,6 5 6 2 0 3.3 1 0 6,0 4 5 2 6 7.1 8 0,6 6 0

5 4 2,7 0 3.0 4,16 1,0 0 9 6 4▼0 3 9,3 0 0 3 3 1.0 1 7 3,3 0 7 2 7 0.0 1 0 5,8 7 6

5 5 2,5 0 0.0 3,5 5 7.5 2 2 5 6.7 3 5.3 4 1 4 0 0.0 1 8 0,8 5 6 2 3 0.4 5 6,3 5 4
1

5 6 2.2 3 0.0 3,74 2,6 2 4 4 2▼ 2 1,5 0 8 4 0 6.0 1 9 1,2 3 6 2 7 5.0 9 8,4 4 0

そ 菜 花 井 樹 芸 果 樹 原 料 作 物

作 付 面 積 生 産 叡 作 付 面 積 ア # S j 作 付 面 穣 生 産 頗 作 付 面 積 生 産 額 作 付 面 積 生 産 後

h a t H h a 千円 h a 千円 h a 寸円 h a 千円

1 ,4 1 2.0 4 ,1 0 0,8 1 5 3 6 .0 1 6 7 7 ,2 2 3 4 3 .2 1 3 4 ,3 0 0 3 6 1.0 7 4 5 ,9 5 0 6 3 3 .6 6 8 7 ,2 8 3

1 ,4 7 7.0 4 ,3 4 8,0 1 7 3 6.1 4 7 5 2 ,9 9 4 6 8 .0 1 5 5,3 0 0 3 6 1 .0 7 5 2.7 5 0 5 6 9 .0 6 5 2 ,8 6 5

1 ,4 7 6▼0 4 ,7 9 0 ,7 1 1 3 7 .5 8 8 8 8 ,6 8 0 4 0 .8 2 9 0 ,2 2 0 3 5 9 .0 6 6 6 ,5 2 7 2 7 4 .0 3 6 8 ,8 9 5

1,4 2 6 .0 5 ,2 0 5,4 9 5 3 7 .6 5 1,0 2 6 0 6 2
-

3 8.9 】4 5 0 ,0 0 0 3 5 8 ー5 6 9 5 .6 5 5 1 0 3.1 2 5 7,9 1 8

1.3 7 4.5 F,A 7 9 r =;只 <L 3.6 4 1. 12 5 .2 94 3 7 9 4 5 1 q n n 3 5 5 .6 6 7 9,2 9 1 6 8 .0 2 2 6,5 4 2 ′、

飼 料 作 物 .

畜 産 戸 数

酪 農 肉 用 牛 養 豚

作 付 面 積 生 産 額 飼 育 数 生 産 額 飼 育 数 A 生 産 額 飼 育 数 生 産 額

h a 千円 戸 S i 千円 頭 千円 顔 千円

7 2 0 2 5 2 ,6 0 0 4 9 9 4 ,0 0 7 1,4 8 8 ,5 5 5 2,3 0 7 8 3 6 ,6 6 9 4 0,0 7 4 1,4 6 9 ,9 0 0

7 4 0 2 6 0 ,5 0 0 4 6 9 4 ,2 3 6 1,6 8 4,8 3 3 1,8 5 3 7 8 2 ,8 0 1 3 9,5 8 3 1,3 7 7 ,7 1 7

7 5 0 2 6 4 ,0 0 0 1 4 5 4 ,4 3 9 1,8 1 9 ,5 9 1 1,7 6 3 7 5 5 ,0 8 4 4 0 ,3 6 5 1,1 5 7 ,9 3 6

7 6 0 3 0 4 ,0 0 0 3 9 8 4,5 5 2 1 ,7 3 7,9 0 0 1 ,4 4 8 6 3 5 ,6 9 8 3 2 ,3 7 1 1,0 3 3 ,4 8 0

7 6 0 3 0 4 ,0 0 0 3 5 2 4,3 4 3 1 ,7 1 4,4 4 1 1,4 0 6 6 0 9.5 7 8 2 9 ,3 9 1 1,0 4 6,1 8 1
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属 養 鶏 め ん 山 羊 . 養 蜂
生 産 額 合 計

m w n
ー 生 産 額 飼 育 数 生 産 額 飼 育 数 生 産 額

2 0 ㌔ fW
2 0 ,5 0 0

千円
-

千円
8 5 ,6 0 0 1 5 ,5 3 3 ,9 3 6 閉1 4 6,3 0 0 9 5 ,1 7 1

2 0 7 1 1 4,3 0 0 1 5 ,6 0 0 5 5 ,4 5 9 - 1 4 1 ,7 7 7 1 5 ,4 0 5 ,2 0 2

2 2 8 1 6 1 ,5 9 9 1 4 ,4 0 0 5 1 ,4 0 8 - 1 0 0 ,6 2 0 1 5,7 9 4 ,7 6 3

2 7 1 1 8 1 ,2 0 6 1 4 ,8 0 0 6 3 ,9 3 6 - 8 2 ,1 1 2 1 5,5 0 3 ,5 3 5

3 2 7 1 8 6, 1 2 5 1 4 ,4 0 0 7 0 ,0 8 5 - 9 0 ,2 5 3 1 6,0 3 0,0 5 6

力　漁家戸数及び漁船数

区 分

年度

戸 数 漁 船

総 戸 数 専 業 =ft * 動 力 船

5 2 8 6 8 6 0 8 0 8 3 7 8

5 3 1 ,0 4 5 6 0 9 8 5 3 0 1

5 4 1 ,0 8 4 6 0 1,0 2 4 3 1 2

5 5 1 ,0 6 4 6 0 1,0 0 4 3 1 2

5 6 1 ,0 6 0 8 4 9 7 6 3 1 6

キ　水産物生産状況

区 分

年 度

竜 ノ リ 負
I

海 水 魚 汲 水 灸

生 産 量 生 産 額 生 産 量 生 産 額 生 産 量 生 産 額 生 産 量 生 産 額

5 2

千枚 千円 t

1 ,3 1 8

千円 t 千円 t
1 8 6

千円
8 ,6 9 4 8 9 1 ,0 4 7 1 2 8 ,2 9 4 2 1 7 2 3 2 ,0 3 6 1 6 4 ,9 7 9

5 3 9 0 ,3 5 8 1 ,3 6 5 ,6 6 7 1 3 6,6 7 4 2 0 8 2 5 3 ,9 7 4 1 7 0 1 2 5 ,7 0 9

5 4 9 6,1 3 6 1 ,6 8 2 ,8 0 7 1 ,2 4 3 2 0 4 5 4 9 4 2 0 6 2 7 ,2 7 6 1 6 8 1 3 5 ,2 5 8

5 5 7 3,0 5 5 8 9 0 ,3 4 5 3 ,2 1 1 6 3 1 ,3 7 4 3 9 3 4 3 6 ,8 8 8 1 6 3 1 2 9 ,8 7 1

5 6 9 1,8 4 1 1 ,0 7 7 ,1 2 5 6 2 8 1 3 4 ,2 7 4 4 1 2 3 5 3,2 6 5 1 6 4 1 4 4 ,8 4 9

ク　農業協同組合

名 称 所 在 地 組 合 長 組 A - * 設 立

熊 本 市 農 業 協 同 組 合 南熊本 1 丁 目 7 番 2 6号 津 田 治 男 7,0 1 3 昭 40. 4. 1

熊 本 秋 津 農 業 協 同 組 合 秋津町沼 山津 1 5 2 5 番地 上 田 孝 徳 4 5 9 23. 5. 19

供 合 農 業 協 同 組 合 上南部町 1 1 2 0 番地 岡 本 篤 4 2 4 23. 4. 30

小 山 戸 島 農 業 協 同 組 合 戸島町 5 6 番地 3 飯 鋼 康 孝 4 5 4 2 3. 5. 10

熊 本 市 畜産 農 業 協 同 組 合 健軍町 2 4 3 2 番地 津 EB 治 男 3 3 2 23. 5. 3 1

熊飽畜産 農業協 同組合連合会 草葉町 1 番 2 1 号 岡 本 篤 方城 曹管内4農協 3 3. 7ー15

熊本 市 中央 酪 農 業 協 同組合 本山町 1 1 5 番地 岩 本 常 彦 2 4 3 6. 8. 3 1

熊 本 市 酪 農 業 協 同 組 合 乗本町 2 番 地 1 高 木 華 人 6 4 30. ll. 2 7

熊 飽 開 拓 農 業 協 同 組 合 新大江 1 丁 目6 番 1 5 号 三 浦 理 助 3 7 4 7. 3.2 7
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ケ　漁業協同組合

名 称 所 在 地 組 合 長 組 合 員 設 立

松 尾 漁 業 協 同 組 合 松尾 町上松尾 4 4 1 1番地 藤 本 久 治 1 7 7 昭 2 4 . 6 .1 5

小 島 漁 業 協 同 組 合 小島下町 3 6 3 4 番地 2 川 上 重 幸 2 9 1 2 4. 6. 1 5

沖 新 漁 業 協 同 組 合 沖新町 4 1 6 4 番地 井 手 正 徳 4 5 5 2 4. 7. 4

腐 本 市 .漁 業 協 同 組 合 手取本 町 1番 1号 北 口 政 義 1 8 1 2 4 . 4 .2 2

(2)主要事業

ア　農林関係

農業振興地域整備計画

との事業臥農業振興地域整備法に基づくもので、地域農業の健全を発展と農用地の確保を目的とし

たもので本市では昭和4 6月1 0月市街化調整区域内7,236ha (うち農用地4,254ha )について農

業振興地域の指定を受け、整備計画をたてている。計画にあたっては、ミカン.野菜、米、苑井、乳牛、

肉牛を重点作目として、選定し、これらの作目を対象として・農用地利用計画・生産基盤の整備開発計

画、農地保有の合理化計画、近代化施設の整備計画など生産から流通に至る総合的な事業計画を策定して

・.　テ小:: ・・ ・・L∴〔、 ・ト,.l.ii I':'-"・". 'こ　　・>・11 ''一一・i -;--:・--.一蝣一・・.i.-1.. :¥:A '蝣-!・;:':I.i"'.''・・

め各種事業の推進を図ることにしている。

地域農:政推進対l'策事業

意欲約に農業にとりくむ地域農業者の創意と工夫によって農用地の確保、有効利用、農業生産の担い

手育成等を図り、新しい時代に対応した豊かで住みよい地域づくりを目的としているが、市では昭和5 3

年度地域指定を受け、農業振興地域関係8 3集落について、同5 9年度までの7カ年にわたり事業を実

施している。

事業内容

○総合推進事業(集落推進活動・農用地利用改善など)

。農用地高度利用促進事業(農用地利用増進、農地流動化奨励金交付など)

生産流通整備対策事業

地城の重要な農産物について、社会経済事情その他の変動に対応し、適地適作による米麦・畑作・野

菜、果樹、花弁、樹芸等の生産団地を育成する一方,生産組級の整備強化・機械・施設等の導入を促進

し、近代的な農業生産と流通体制の整備強化を図る。

経営改善対策事業

本市農業の中核的な農家と、これを志向する農家の実態を把握し各種事業の基経資料として活用する

とともに意向調査、経営診断、相談活動等を実施して生産性の高い営農類型の確立と中核農家を育成・

確保する。
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水田利用再編対策事業

1、日目川l',<s揃は.卜二Mn"^il'1Ai '・''': '.・!*・-''、I1-'I二I,蝣<>=八　　二・'L叶.:いI-.'日日・:&・:; :・:付、i':ニー: 1>.

生活への誘導を推進し、農産物の総合的、自給率の向上を図ることを目的として、昭和5 3年度から10

年間の計画で実施している。

しかしながら、依然として米の過剰基調は高まっておD、需給調整はさらに強化されることが予想さ

れている。

このような情勢に鑑み、本市においては、今後圃場の転作条件改善を積極的に推進すると共に需給率

の低い作物を重点として、転作作物の定着化を促進することとしている。

年 度

区 分
5 4 5 5 5 6

転 作 目標 面 積 ( h a ) 5 5 0.9 7 4 3 .2 9 3 2

実 施 面 積 h a ) 6 8 2.6 8 0 8 .4 9 8 4

実 施 農 家 戸数 ( 戸 ) 3 ,6 7 8 3,7 8 6 3 ,8 9 6

達 成 率 ( % ) 1 2 3 .9 1 0 8 .8 1 0 5

新地城農業生産総合振興対策事業

農産物の需給動向に即した農業生産の確保と、これに対応しうる農業生産構造の確立を図るため、麦、

大豆の生産拡大、果樹・在き等の計画生産と産地体制の整備、農用地の集積による中核農家の育成確保

を推進するものであるが、市では昭和5 7毎に生産振興計画を策定し、同6 1年度までの5カ年vEわた

b各種事業を実施するD

事業内容

○麦・大豆等生産総合振興対策事業

○特産畑作総合振興対策事業

C果樹・衣き総合振興対策事業

○野菜産地総合整備対策事業

○転作促進特別対策事業

○県市等推進活動

農業後継者育成

農業に携る青少年後継者クラブ員相互の情報交換と親睦を図り、社会的、経済的地位の向上をE]的に

研修及びレクリェ-ションを主として活動している熊本市農業後継者クラブ等に対し指導育成を行うとと

もにこれらの農業後継者が実施する機械の導入及び施設の設置等に対し市単独の育成資金を融資している。

なお、優秀な農漁業後継者の育成、確保を図り本市農林漁業の発展を期するため、農漁業後継者花嫁

対策事業を実施している。

市営造林事業

治111.治水、水源滴養、募境保全等の目的で、昭和2 8年から造林事業を実施し、現在市域内をはじ

め白川水系を中心に332.73haの分収林を造成し、造林事業を通し市民意識の高揚と経済林としての

効用を高め、将来の財源確保を図る。
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(昭57. 4. 1宗在)

造 林 地 の 名 称

( 又 は 団 地 名 )
造 林 地 の .所 在 地 面 穣

ォ ォ

年 月

事 業 区 分

分 収

歩 合

契 約

年 数
備 考市 直 営 事 業 県 保 安 林 事 業

面 凍 樹 種 面 穣 樹 種

講 和 記 念 林

( 波 野 団 地 )

阿 蘇 都 政 野 村 波 野 h a

l l .6 5

昭 2 & 4
h a

5 .5 3 ス ギ
h a 市 6 " J

地 主 一4

午

4 0

講 邪 記 念 林

( 中 zn g 地 )
〝 中 江 2 & 4 & 1 2 〟 ! 〟

■ 〃 l

熊 本 市 民 の 山 阿 蘇 郡 白 水 村 中 松 4 1 . 2 0

2 9 .3 l l .6 7
曇 ノ 考

〟 6 5

3 0 .3 1 6 .5 1
琶 三」

〟 〟

3 1 .3 5 .0 0 K 〟 〟

3 2 .3 8 .0 2 〟 〟 〟
■ ■ l

国 連 加 盟 記 念 林 熊 本 市 清 水 町 万 石 0 .6 7 3 a 4 0 .6 7 ヒ ノ キ 〟 4 5

市 制 .7 0 周 年 記 念 林 熊 本 市 上 高 橋 町
l l . 8 2

3 6 .3 6 .2 1 K
市 .7

地 主
4 5

3 7 .3 5 .6 1 〟 〟 〟
■ ■ l

オ 1) y ビ ッ ク

記 念 林

菊 池 都 大 津 町 真 木 3 5 .3 5

4 0 .3 9 .0 0
ス ギ

ヒ ノ キ

市 6

地 主 4 〟
m l

4 1 .3 1 0 .0 0 〟 〟 *
■ 〃 -

4 Z 3 1 0 .0 0 〟 〟 n

4 a 3 6 .3 5 〟 〟 〟 - ■ l

明 治 1 0 0 年

記 念 拡 大 林

阿 蘇 郡 西 原 村 ,)、 森
4 7 .4 5

4 & 3 2 0 .0 0 ヒ ノ キ 〟 4 8

4 6 .3 1 5 .0 0 〟 〟 〟

4 7 .3 1 2 4 5 〟 〟 〟

阿 蘇 部 面 原 村 . 宮 山 2 3 .5 4

4 8 3 1 5 .5 4 〟 〟 〟

4 8 .3 a o o
.ヒ ノ キ

.夢 哲 3Y .

〟 〟

明 治 1 0 0 年

記 念 林

菊 池 郡 大 津 町 真 木

6 3 .l l

4 a 3 a 6 5
ス ギ

ヒ ノ キ
〟 4 5

4 4 3 1 2 9 2 〟 〟 〟 .

4 5 ,3 9 .8 5 〟 〟 B
" ■ l

4 & 3 1 2 .0 0 ヒ ノ キ 〟 g
◆ー

5 ー7B h

、㌢芝 晶 lt
4 7 .3 l l .0 0 〟 〟 〟

" ■ -

5 1.3 2 .8 9 〟 〟 〟 ■ ■ 一

5 2 .3 l a s o ff g 〟

5 1. 2 0

4 4 .3 l l .3 0 ,, . 〟 tt

4 5 .3 1 0 .0 0 〟 〟 〟

4 & 3 9 .5 0 〟 〟 〟

4 7 .3 1 0 .3 0 〟 〟 〟
" 〟 -

4 9.3 4 .5 0 〟 H a

5 0 .3 & 4 0 g 〟 〟

5 1 .3 2 2 0 〟 〟 〟

森 の 細 宣 言 記 念 林 熊 本 市 松 尾 町 1 8 .7 0

4 9 .3 1 5 ,0 0 ヒ ノ キ 〟 4 0

5 0l 3 1 7 0 〟 〟 hIt

森 の 都 宣 言 記 念

拡 大 林

熊 本 市 松 尾 町 上 玖 尾
l l. 1 0

5 0 .3 6 .0 3 〟 〟 5 0

5 1 .3 5 .0 7 ff 〟 It

地 方 自 治 3 0 周 年 熊

本 5 α万 都 市 記 念 林
熊 本 市 池 上 町 平 4 . 5 0 5 a 3 4 5 0 〟

市 7

国 3
4 0

市 制 9 0 周 年 記 念 林 熊 本 市 池 上 町 平 4 .7 1 5 5 .3 4 .7 1 ′′ 〟 〟

健 康 都 市 宣 言記 念 林 熊 本 市 花 園 町 4 5 2 5 6 .3 4 .5 2 ヒ ノ キ
市 7

匡 l 3
4 0

新 市 庁 舎 落 成 記 念 林 熊 本 市 池 上 町 芦.軍 1 5 7 .3 3 . 2 1 ff
市 7

国 3 4 0

i t 3 3 2 .7 3 2 4 4 .0 0 8 8 .7 3
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イ　畜　産　関　係

優良種畜導入事業

畜産経営の安定化を期するた砂、能力、品質等経済性の高い優良揮畜を導入し、生産コストの低減を

図れ本市畜産振興資金の貸付けvEよれ乳牛、肉用繁殖牛.種臥種馬等優良種畜の導入を促進し、

資質の改良、増殖を積極的にすすめている。

肉畜導入及び家畜飼養基盤の整備事業

肉畜の生産団地を形成し、畜産の振興を促進するため、市畜産振興資金及び系統資金等の利用による

肉牛,肉豚共に県内各市場よb導入し、肉畜の増殖に努めるとともに、畜産経営の省力化及び効率化を

推進し、畜産施設の整備拡充等経営の集約化をすすめ、農家所得の増大を図っているO

自給飼料増産対策事業

従来の畜産経営はその大部分を輸入飼料に依存しているが、将来にわたれ輸入価格は不安定に推移

するものと思われる.

このため、本市においても、国県の施策に基づき、地域畜産総合対策事業、水田利用再編対策事業に

伴って飼料作物-の作付転換を積極的vE推進し、自給率の向上を図り、畜産経営の安定vc努めている。

畜産環境保全事業

最近、畜産廃棄物の環境汚染が巷間に伝えられ、問題が撰起されてきたが、これが対策として.市の

畜産施設資金及び乳県の壕境保全事業vc則D 、ふん尿処理施設の開発と畜産廃棄物の処理対策を講じ

ている。

畜産総合共進会開催

家畜の改良増殖並びに畜産経営の合理化のため、本会を通じて畜産農家の一層の生産意欲と連帯意識

の高揚を図9、併せて畜産農家の所得増大と畜産物の安定的供給を図ることを目的に開催する。

ウ　水産関係

水産業経営安定対策事業

水産業の経営安定を図るため制度資金の活用と市漁業振興資金の貸付けによれ優良種苗の導入.漁

船の建造、養殖機械の近代化等を促進している(.

魚具摸増殖対策事業

魚貝類の繁殖保護を促進し漁業生産の増大と漁家経営の安定を図るため養殖技術指導の徹底と淡水魚

増殖事業、クルマエビ放流事業、主産地育成事業等を実施している。

漁港整備事業

水産業の基盤である漁港施設の整備事業を促進し.漁業生産活動の円滑化を図っている。
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エ　耕地関係

用水路下水化対策事業

都市化の進展に伴う、用水路の汚染化に対処するため、昭和4 2年度から都市排水の依存度の高い主

要水系の汝渡及び改良を実施している。

昭和4 2-5 6年度の実施状況は、渡鹿堰系水路12,964.9 m、石塘堰系水路3,0 5 5 m、馬場桶堰

水系1,0 87m及び三本松水系が1,96 4mとなっている。

なお、今後の計画は次の通りである。

年 度 事 業 内 容 予 定 窺 年 度 審 美 内 容 予 定 飯

5 7 m
1 . 0 0 0

8 5 ,0 0 0 千円
6 0

m
1 ,0 0 0

f H
8 5 ,0 0 0

5 8 1 ,0 0 0 8 0 ,0 0 0 6 1 1 ,0 0 0 8 5 ,0 0 0

5 9 ー 1, 0 0 0 0, 0 0 0 6 2 1, 0 0 0 9 0 ,0 0 0

用排水路整備特別対策事業

湛水防除事業の推進と共にその効果を一層高めるため、排水機場及び関係河川への流下促進を図る

ため、末端用排水路を整備するもので、昭和5 1-56年度までに、事業費531,084千円をもって

6,996.6:を実施したO

なお、今後の計画は次の通りである。

年 度 事 業 内 容 予 定 額 年 度 事 業 内 容 予 定 額

5 7 m 千円
5 8

m
l

千円1,7 5 0 1 6 0 ,0 0 0 2 ,0 0 0 2 0 0 ,0 0 0
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(3)農林漁業振興資金貸付

ア　農林漁業振興資金貸付一覧

貸 付 金

の 種 類

貸付 けをす る

組 合 等
貸付 けの対象 となる事項 貸 付 金 の 限 度 償 還 期 間 転 貸利 率 償 還 方法

農林資金
農業協 同組合

ffi IJ

㍉ '・(.'イ ∴∴高 ÷

荒 : 蒜晶 : 晶

貯蔵運搬等の施設

事業費の 8 0 % 以内

(共同 施設 については

1 0 0 % 以内)
3 年以 内

年利 3 .5

% 以内

元金均等年

賦払

果樹経営安定資金

種水加温、防除、貯蔵

運搬等 の施設

事業費の 8 0 % 以内

(畢同施設について は

1 0 0 % 以内)

5 年以内

農具機械 資金

耕 うん整地用機具＼栽

培 管理用機具、防除用

機 具、 収穫調整用機具

等

事業費の 8 0 % 以 内

(共同購入等について

は 1 0 0 % 以内) 3 年以内

種苗資材 資金

種苗購 入、資材購入等

事業費の 8 0 % 以内

▼(共 同購入等につい て
は 1 0 以内 )

5 年以内

農 業 及

び 漁 業
農業協 同組合

漁業協 同組合

農業及び漁業後継者が新

しく実施する家畜、種 苗

養殖用稚魚 資材 機械
1 人 につ き1 0 0 万円

3 年以内 な し
元金均等年

後 継 者

育成資金
銀 行 .、、 、

等の購入 及び施 設の設置

蝣$

以内 賦 払

畜産資金
農業協 同組合

銀 行

種 畜 導 入 資 金

乳牛 (戟 )

1賓 につき3 5 万円以内
繁殖肉牛

1頭 につき3 5 万円以内

4 年以 内

年利 3.5

% 以 内

元金均等 年

賦 払馬 1頭につき 3 5 万円以内 4年 以内

豚 1頭書∽ き 1 0 万円以内 3 年以 内

家 畜 導 入 資 金

肉用 牛

1頭 につ き 3 0 万 円以 内
2 年以 内

乳閑雅子牛 1頭 10万円似内
内職馬1頭につき3 0万円以内
啄 1頭につき 2万円以内

年 度 内 一 時 払

畜産施設資金

畜舎の新築 . 改造又は

器具の時人等

1 件につ き 5 0 万円以 内 3 年以 内
年利 3. 5

M I9 F2
元金均 等年

貝武払
畜産ふん尿処理 施設資金 1 件につ き 5 0 万円以 内 3 年以内

な し
畜舎移転資金 1 件につ き 8 0 万 円以 内 5 年以 内

水産 資金

漁業協 同組合

農業協 同組合

銀 行

養殖資材種苗

(海面 )
1 件 につ き 5 0 万円以 内 年 度 内

* S J 3 .5

% 以内

- 時 払

養殖機械器具

(海面 )
1 台 につき 5 0 万円以 内 3 年 臥内

元金均 等年

賦払

養殖施設

(内水南 ) 1 件につ き 5 0 万円以 内 3年以 内
元金均等年
賦払

種魚 ( 内水南 ) 1 件につ き 5 0 万 円以内 年 度 内 一 時 払

稚魚 ( 〟 ) 1 件につ き 5 0 万円以内 2 年以 内 元金均等年
賦払

漁船 建造 1隻 につ き 5 0 万 円以 内 5 年 .玖内 元金均 等年
賦払 P1
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イ　貸　付　状　況

資 金 名 区 分
5 5 年 度 5 6 年 度

件 数 金 額 件 数 金 額

農 林 施 設 資 金 4 1
-十円

3 2,0 0 0 3 6
3 4,0 0tf

果 樹 経 営 安 定 資 金 i 5 9,7 0 0 1 0 7,5 2 0
農 林 機 械 資 金 6 0 4 0,0 0 0 7 1 5 0,0 0 0
農 林 種 苗 資 材 資 金 1 4 8,5 0 0 1 9 1 0,0 0 0
農 業 及 び 漁 業 後 継 者 育 成 資 金 3 4 ・3-4.0 0 0 2 9 2 9,0 0 0
種 畜 導 入 資 金 4 6 2 5,1 0 0 6 5 4 2,1 0 0
家 畜 導 入 資 金 7 6 1 1 2,5 0 0 6 6 1 0 7,4 0 0
畜 産 施 設 資 金 1 6 3,9 0 0 1 0 3,0 0 0

ふ ん 尿 処 理 施 設 資 金 7 2,1 0 0 7 2,1 0 0
畜 舎 移 . 転 建 設 資 金 5 4,0 0 0 5 4,0 0 0
養 殖 資 財 種 苗 資 金 5 0 1 2,0 0 0 1 2 4 3 7,0 0 0

養 殖 機 .械 器 具 賢 . 金 由7 1 3,7 5 0 2 9 9,3 5 0

養 殖 施 設 資 金 4 2,0 0 0 4 2,0 0 0
種 魚 稚 魚 資 金 1 8 7,5 5 0 1 7 7,5 5 0
漁 船 建 造 資 金 2 8 1 3,0 0 0 2 7 6,5 0 0

(4)　農業共済事業

農業者が不慮の災害によって受けた損失を補てんし、農業経営の安食を図るため農業災害補償法に基づき

農作物、蚕繭、家畜の3部門にわたる共済事業を行っている。

56年度実施状況

! 、 加入

者数
引 受 数 共済金額

葺 た 管

蒜 金品

共 済 掛 金 掛金 負担
割 合

国 鳥

衣 菩 数
支 払

共 帝 金
被 害率

総 額 国庫負担 農家負担

農

作

物

水 稲 3I>M
225,665a 叩 .円 千円 千円 寸円 *

52.4
1言 戸 a

839
千円 #

8,459,049kサ
2,43甲06 288 47,007 24JS30 22377 39 3,012 0ユ2

陸 稲 198
4226

601131
16509 275 5,053 3S58 13 95 72j 2T6 36 531 879 532

ft 702
141097

140390 184 342 88 24,722 9566 72ユ さT9 243 .1129 6,049 429
7662 52

計 4568
273388

2亘3,705 863 48 531)10 33338 318 99 9,9409285332

義

m

春 義 弟 1
サ

4,99 281 2050 4 2 2 sau SOD 0 0 0 0

初眺東浜 1 2.46 126 21150 3 2 2 52D 4細 0 0 0 0

晩樹 1 5.00 190 2050 17 s 8 50.0 50D 0 0 0 0

計 3 12.45 597 24 12 12 0 0 0 D

*

」

乳 牛 114
蝣

2卵5 177329 I.6IHH1 38J532 1坤 19,266 50 50
死亡魔用 215車 10.226 5.77

柄 537.件 2訂35I 15.64

把 育 牛 80 678 4,469 6印00 4782 2391 2391 50 50
死亡魔用 47 軍些2 一日4

病 偽 459 2551 57.08

肉 用 牛 30 101- 124ユ50 240,000 942 471 471 50 50
死亡床用 1 、l" 055

病 魚 127 帥 332

一 般 鳥 40 177 45.0両 254)000 7,878 3β51 3328 50 50
死亡床用 23 唾軒 11144

m a 276 22 98 5Jl

種 豚 .. 3. 12. 240 20,000 54 22 . 32 40 . 60
1死亡鹿用 l 12 5D

in a 1 10 42

種 推 薦 5 8 4甲 600100 log 43 66 40 6【}
死亡島同 1 50 10.42

病 儀 渇 95 19.79

. 計 272 3671 25I.66S 52297 26144 26J54
死亡魔用 288 17,182 6B3

病 魚 M 08 33.491 1332

合 計 4朗3
- 洲 5.970 138.669 79J66 59504

- 60.613
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10　緑　化　推　進(森の都作戦)

(1)　概　　況

健康で決通夜生活環境づくりを目的とした緑化運動「森の者的戦」は.昭和4 7年9月市議会におけ

る「森の都宣言」を可決以来着々とその成果をあげている.

すでに1 0年EIを迎えたこの作戦は市民の関心と理解を得て急適に進展しつつあるが、これからも緑

化VE関する長期計画「緑の衝づくb計画」に基づき2 0毎. 3 0年後の緑につつまれた潤いのある郷土

の姿を描きながら精力的vE緑化を進め縁と水vc輝く森の都の再現をめざしている。

(2)森の都作戦推進体制

(3)事　業　内　容

第一次目標を昭和6 0年とした縁の街づくり計画に基づき下記の重点施策を計画的に推進するo

ア　緑の保護・造成事業

市内に点在する由緒ある名木、大木、古木の保護育成

緑地の保全

公園、学校、公共施設等の緑化

公園緑地の確保と整備

待曙の緑化

録のモデル団地づくり

市営開場の育成管理

イ　市民運動の展開

緑化思想の普及徹底

市民運動の助長育成

家庭の緑化

記念植樹運動
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(4)事業実施状況
(昭和56年度)

事 業 名 事 業 概 要 金 額

緑 の 保 全 保存樹木及び公共樹木の育成管理 ( クスノキ.イチョウ等 )
2 4 ,3 1 ㌔ 円

緑 化 啓 蒙
市民運動による地域環境線化、筏苗配布学校蒙境緑化コン

4 ,5 9 0
クール、地域 リーダー育成啓蒙用冊子等作成 ( ツツジ )

苗 木 育 成 圃場の整備及び維持管理、筏苗委託栽培 (パンジI .サルビア) 6,1 3 5

公 園 緑 化 既設公園補聴 7,1 3 1

学 校 緑 化 新設校及び未整備校植栽 1 5,6 2 2

団 地 線 化 団地植栽、樹木配布 (干原サクラ等 ) 8 1 5

市 施 設 緑 化

託麻市民センタ- 、日吉共同調理場、池上保育園

1 4,9 2 6
熊本市はなぞの学苑 - 北部清掃事業所、京塚保育園

城山墓園、古城堀端文財用地 、本荘保育園
桃尾墓園納骨堂、熊本城数寄屋丸 ( ツツジ .ツパキ等 )

街 路 線 化
街路樹植栽及び植樹桝設置

2 5,3 4 0
花壇及びフラワl ポットの設置 (ハマヒサカキ.シャリンノミイ等 )

家 庭 緑 化 生垣設置奨励補助、緑化脇定区域樹木配布 (マキ.キンモクセイ等) 5,2 3 1

立田山生活環境 立田山生活環境保全林の買収 ( ナラ . クヌギ等 ) 4 7,6 3 1

1 5,4 4 2
保全林 保全林内の自然林造成改良歩道新設

買入、管理事業 保全林内の下刈 、施肥、除草剤散布等管理

緑 化 策 定
緑化基本計画策定 VC伴 う

8,9 0 7
.肺 空写真撮影、解析及び資料作成委託等

そ の 他 くまもと春の植木市ほか 3,2 9 2

計 1 7 9,3 7 8
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(5)くまもと春の植木市

4 0 0年の伝統をもつ本市恒例の「くまもと春の植木市」は、熊本に春の訪れを告げる風物詩として、あ

るいは緑の祭典として市民に親しまれてきた。

特に最近の市街化の進展による自然や人間性の喪失を危倶する市民の生活実感から緑化意識の高まりとと

もに年々隆盛の一途をたどっている。

出展業者は、 3 5 0業者、出展数は1 0 0万点をかぞえる規模で、県内、九州はもちろん全国的にも広く

知られ、熊本の春の最大行事となっている。

昭和5 7年実施状況

主　　　催

後　　　援

開催期間

場　　　所

面　　　積

展示小間数

出展品目

出展業者

催　し　物

熊本市・くまもと植木市振興会

熊本県・熊本El日新聞社　NHK熊本放送局　RKK-TKU

2月11日(木)～3月19日(金)　37日間

熊本駅前　白川橋際(本山町白川.河川敷)

約35,000が　うち駐車場16,000%が(約500台収容)

750小間(1小間当たり10m2)　うちビニール-ウス182小間

庭園樹(大物、小物) ・盆栽.草花・庭石・造園・鉢類・石灯ろう・観賞魚等(約100万

点)

350業者

全国盆栽銘品展(2月11日～2月17日) 7日間

サツキ(ツツジ)展(2月19日～2月25日)　7日間

肥後ツバキ展(2月27日～3月4日) 6日間

盆栽教室(2月20日(士)・2月写L7日(土)午後1回) 2日間

庭木手入教室(3月6日(土)・3月13日(士)午後1回) 2日間

チャt)ティーオブI./ヨン(・3月7月(日)午前・午後2回)

盆栽展表彰式(3月7日(日)午後)

モデル生垣展示(期間中)

衣とみどDの相談所(期間中)

新築・誕生記念樹の配布(期間中)

植木市写真コンテスト(期間中)
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11　食肉センター

昭和13年

〝　20年

〝　40年

〝　44年

〝　48年

〝　51年

市営と畜場として創業開始

.-.こ;リ・- r. >川'.''"-、 !i...'; :-'-it'-:.・"・I- '<>一蝣ift-i&i続

旧と畜場を廃止、隣接地を買収し近代的食肉センターを建設(総工費2億1千万円)

食肉衛生検査所を開設

食肉卸売市場は「畜安法」に基づく指定市場となる

総工費1億5千金万円で業務棟増改築及び公害対策を実施した

(1)施　設

所在地　熊本市南熊本2丁目3番1号

敷地面積10,443m2

施 設 名 称 構 造 面 積 能 力 iV *

食肉センクー事務所 木造瓦茸 2階建 272 "♂. 1 階 1 4 3 nf 2 階 1 2 9 irf

懸 肉 室 鉄筋コンクT)- ト、一部

屋根鉄骨コン蝣> v- ト

2 00

食 肉 卸 売 場 3 10 昭4 8. 7冷房設備

冷 蔵 庫 〟 4 6 6
豚 換 算

1,200本

昭3 9.1 2 1 9 2m2設置

昭4 2.1 1 2 4 0 i㌔増設

昭5 5. 3 3 4r㌔増設.

と 室 . ′′ 92 3

解体室7 2 1 i

内臓処理室 1 7 7 tが

音義処理室2 5 m1

け い 留 所 鉄筋コンクリート 406.4
小動物収容所2 4 7.5 r㌔

大動物抑留所1 5 8.9 m2

病 畜 と 亀 鉄筋コンク.)I ト 70

浄 化 槽 活性汚泥方式

日間処理

能 力

7 5 0 t

昭4 0.3 2 5 0 t 設置

昭4 2.6 2 5 0 t 増設

昭4 8.1 0 2 5 0 t 増設

焼 却 炉 鉄筋スt/I ト茸 124 3 革
1.5 t処理炉 1基

2 t処理炉2基

出 荷 者 控 童 木造亜鉛引鉄板茸 48

食 肉衛 生検 査所 鉄筋コンク1)l ト2階建 242 1 階 1 2 1 階 1 2 1 iぱ

) と 殺 頭 数

I
年 匿

区 分

- 5 2

5 3 5 4 5
li5

5 6

午 7,5 9 1 8,0 1 7 5,9 5 9 β.8 0 4 7,246(716)

局 4,2 9 5 3,9 1 5 3,6 9 4 3,3 6 1 3,503

B 2 4 6,8 3 4 2 3 7,0 7 8 2 3 3,2 1 5 2 1 9,2 4 4 岳38,390(128,321)

午 ( 6 0 kサ以下 ) 1 4 5 1 1 9 1 0 3 1 0 4 116

幼 駒
- 2 - 5 -

緬 山羊
2 O ks以上 6 9 3 o 2

2 O ka以下 - - - - -
計 2 5 8,8 7 1 2 4 9.1 4 0 2 4 2 ,9 7 4 2 2 9,5 2 0 249,257(129,037)

(荏) ( )は上場頭数を示す
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¢)使用料及び手数料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位　円)

∴ +
午 庸 豚

(60 品 詞 l 幼 駒 緬 山 羊
改正年 月 日

2 0 KS 以 上 2 0 kg以下

と畜 場 使 用 料 7 5 0 7 5 0 5 0 0 2 5 0 1 5 0 1 5 0 5 0 昭 5 1.4
解 体 科 2,0 0 0 2,0 0 0 1 3 0 昭 5 5.5

検 査 手 数 料 4 0 0 4 0 0 2 0 0 1 0 0 3 0 0 5 0 5 0 昭 5 4.6.1

格 付 手 数 料 1 5 0 - 5 0 - - - - 昭 5 1.4冷 蔵 庫 使 用 料 1 2 0 1 2 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0

市 場 使 用 料 売上 金 額 の 1,0 0 0 分 の 2 昭 4 8.1

(4)と畜場内と殺検査数(食肉衛生検査所)
(昭和56年度)

種別

区分

午
と く 属 豚 緬 山 羊 計

役肉用種 乳 用 種

頭数 (顔) 1,8 0 1 5,1 5 5 4 0 6 3,5 0 3 2 3 8,3 9 0 2 2 4 9 ,2 5 7
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12　農　業　委　員　会

(1)農地等利用関係の調整

ア　農地に関する許認可事務

農地法に基づく各種権利の設定、移転及び転用等vcついての許認可並びに証明事務を行っている。

農地法関係申請処理状況
(昭和56年度)

ft

区 r

項 目

地 区 名

法 3 条

( 所 有 権 移 転 )

法 3 条

( 貸 借 権 設 定 )

法 4 ～ 5 条

( 宅地 へ の転 用 )

法 2 0 条

( 冨 害 農 芸 )
非農 地 証 明

そ の

他 の

申請

合 計

件 数 面 積 件 数 面 額 件 数 面 積 件 数 面 積 件 数 面 積 件 数 件 数

1
島崎 横 手

花 園 池 田
l l

-
7n

1 8 ,5 8 7 3

1孤
4 0 ,3 3 4 1 0 7

m
5 0 .4 0 9 1 3

2
耽

1 0,10 9 1

27n
2 1 4 2 0 1 5 5

o

春 日 二 本 木

新土 河 原 連 台

寺 八 島 田 崎

4 2 l l,8 1 9 1 9 0 5 1 7 3 7 8 5 2

3
春 什 本 荘

本 山 3 2,6 4 8 2 4 l l,2 4 3 2 3 ,4 7 7 1 8 2 1 3 1

4 画図 1 9 1 0,7 7 1 2 5,2 9 2 4 3 3 9,1 8 7 6 6 3 2 5 1 6 2 9 1 0 0

5 健 軍 神 水 6 5,3 4 0 2 8,3 0 4 1 2 0 6 0 ,9 7 8 1 4 5 1 8 1 3 7

6 清 水 8 4 ,5 3 1 1 4 0 7 6 ,1 8 2 9 64 1 2 2 2 1 7 9

7

薄場 島 上 ノ

細 尽 >v ォ

合志 刈 革 白藤

5 3,7 4 7 4 l l,5 0 7 5 6 2 0 ,1 1 3 1 0 7 5

8

仕安 十 禅 寺

平田 近 見

高 江 南 高 江
2 1 1 9,9 7 7 3 2 5,3 9 9 7 8 6 2 ,6 4 2 1 0 1 5,4 1 6 1 3 1 2 5

9

大 江 出水

渡 鹿 保 田 窪

節 南 部

4 3.7 3 7 3 3 1,6 8 .7 1 0 6 4 3,2 3 6 2 1,8 4 9 1 2 2 1 8 1 2 4

1 0 元 三 野 田 八 幡 1 9 3 6,5 6 1 4 2 0,7 7 5 3 1 5 0,3 4 5 2 1 1 4 ,0 2 5 1 2 9 7 1 7 9 3

l l 田迎 1 6 l l,6 9 4 3 3 7,6 9 0 7 9 5 3,6 3 7 7 65 5 5 2 1 1 2 6

1 2 御 幸 3 4 5 1,5 1 7 5 3 1,0 0 2 3 8 1 9,9 2 2 2 12 1 2 2 2 1 0 1

1 3
池 上 戸 坂

谷尾 崎 上 高 橋
6 1,7 3 2 2 8,8 0 7 2 4 8,6 4 3 1 4,8 1 1 2 7 4 4 4 3 9

1 4 城 山 2 5 5 8,7 0 6 6 4 4 ,4 9 1 4 0 2 7,5 0 6 2 1,8 2 7 2 2 4 9 8 8 3

1 5 秋津 1 6 2 8,1 7 9 l l 1 1 4 ,9 7 2 6 8 2 9,9 9 7 2 5,2 0 0 3 1 0 0

1 6 松 尾 2 8 5 7,6 9 4 7 4 1,9 8 2 2 3 9,5 1 1 1 1,3 6 7 3 6 2

1 7 小島 l l 1 9,3 2 9 3 1 8 ,3 5 6 1 4 4 6,0 0 6 9 3 7

1 8 龍 田 8 9,8 5 1 1 3 1 7 8 9 4 6,8 0 1 2 5 ,8 4 4 2 4 8 8 1 2 1 1 4

1 9 中島 押 新 中 原 3 7 7 9 ,6 5 2 l l 1 0 8 ,9 0 4 1 7 1 0,7 5 7 2 2,3 7 5 1 2 2 1 1 2 8 0

2 0

平 山 鹿 帰 瀬

弓削 石 原 中

江 吉 原 上 南

部 下 南 部

1 9 2 6,4 8 0 9 8 6,6 4 9 3 4 4 6,6 1 1 2. 7 6 1 2 1 4 5 1 0 7 6

2 1 長 嶺 御旗 4 4,7 4 1 1 l l,8 6 1 8 3 8 8,0 0 4 8 9 6

2 2 戸 島 小 山 3 2 7 8 ,3 1 3 8 9 0 ,8 6 8 6 0 7 3,5 6 5 1 4 3 1 1,4 2 8 1 1 9 2 2 1

合 計 3 3 2 5 3 3,7 8 7 8 8 7 3 9 ,1 9 7 1,3 1 6 8 8 7,1 1 4 8 7 8 8 ,9 6 4 1 6 4,8 3 2 3 6 7 2,2 0 6
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農地転用状況

款 個 人 法 人 公 共 団 体 合 計

ft R 面 積 件 数 面 積 件 数 面 積 件 数 面 積

5 2

5 3

1,5 9 4

1,4 1 3

6 2 7.5 4 7 m 3 2 5 3 5 6,4 5 2 nf 7 3 4 7,2 4 7 m 2 1,9 9 2 1,0 3 1,2 4 6 m2

6 2 1,9 6 5 3 2 3 4 6 4 ,9 5 8 3 5 1 3 5,2 7 9 1,7 7 1 1,2 2 2,2 0 2

1,1 0 7,8 1 3

1,0 0 8,7 4 5

5 4 1,3 8 6 6 7 3,3 3 0 3 3 7 3 6 7,0 7 3 1 3 6 7,4 1 0 1,7 3 6

5 5 1,1 3 3

1,0 3 0

4 8 1,9 0 2 2 7 1 3 2 7,7 6 3 5 1 1 9 9,0 8 0 1,4 5 5

5 6 4 4 2,6 7 1 2 云9 2 9 4,2 0 1 4 7 1 4 5,2 4 2 1,3 1 6 8 8 2,1 1 4

イ　農地等利用関係紛争処理事業

農地等の利用関係についての争議防止を図るとともに、利用関係紛争について和解の仲介を行っている。

ウ　農地移動適正化あっせん事業

農業振興地域整備計画に基づき農用地区域内にある農地の権利敢得について、経営規模拡大、集団化な

ど農地保有の合理化に資するよう適正なあつせんを実施しているo

(2)農家育成対策

ア　農業者年金業務

農業者の老後生活の安定、経営移譲による農業者の確保を目的とする農業者年金業務を行い、同時に農

地等の買入れ、売渡し、資金の貸付けなどこれらに付帯する事務を実施している。

加入状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(昭57. 4. 1現在)

15 . 9 - 当 然 加 入 任 意 加 入 計

加 入 予 定 者 1, 7 8 5 4 1 0 2 , 1 9 5

加 入 届 提 出 者 1, 7 1 6 3 9 6 2 , 1 1 2

加 入 率 (% ) 9 6 . 1 9 6 . 6 9 6. 2

イ　自作農資金業務

農業者の経営規模拡大または経営維持を図るための農地敢得資金、自作農維持資金の貸付資格認定に関

する業務を行っている。

-194-


